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事務運営の概要等

課税第二部統括国税実査官（広域担当）

1 基本的な考え方

統括国税実査官（広域担当） （以下「広域担当統実官」 という｡）は、大規模法人グル

ープ等（おおむね3局5署10法人以上）で、局管轄・事務系統を超えた複雑な金員の流

れ・取引が想定され、グループ全体を捉えた調査が必要と認められる事案及び署の陣容

では調査が困難な事案（法人課税課等要請事実消費税不正還付想定事案等）を大規模

広域管理事案として指定・管理し、深度ある調査を実施する。

2令和元事務年度の事務運営

（1） 大規模広域管理事案の管理等

大規模広域管理事案として指定した事案については、広域担当統実官主導の下、基

幹署が中心となり調査着手に向けて必要な資料情報の収集等を継続的に行うとともに

その実態把握に努め、調査着手する。

また、中長期的な観点での大規模広域管理事案の掘り起こし及び選定を充実させる

ため、大規模広域管理事案の候補となるグループについても管理対象グループとして

なお、各主管課等から、消費税不正還付事案等の緊急に調査を要する事案について

広域担当統実官に調査要請があった場合には、関係部署と協議し、随時に選定し機動

的に対応する。

(2) 大規模広域管理事案の調査

大規模広域管理事案の基幹署、関係局署と協議の上、調査実施計画を策定し、調査

能力と機動力を発揮して、深度ある調査を実施する。

調査体制については、広域担当統実官主導で署と合同で調査を行う局特別調査（局

署合同調査）及び局署間連携調査により実施する。

また、大規模広域管理事案の構成員等に指定していない関係者についても調査展開

に応じて、随時連携調査を行うこととしている。

なお、各主管課等から要請のあった消費税不正還付事案等の署の陣容では調査が困

難な事案についても、関係部署と協議の上、調査支援等を行う。
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課税第二部統括国税実査官

3調査事績(平成31年3月末現在）
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事務運営の概要等

課税第二部統括国税調査官（間接諸税担当）

1 基本的な考え方

統括国税調査官（間接諸税担当）は、局長が指定する間接諸税の製造場等に対する調

査事務並びに間接諸税に係る犯則事件の調査及び処分を所掌している。

調査事務については、各税目の特性に配意して調査優先度の高い法人等を選定し、調

査を実施する。また、 査、他局・調査部・署と

の連携調査や情報交換等を積極的に行い、効果的・効率的な調査を実施する。

2令和元事務年度の事務運営

（1） 印紙税に係る調査事務

を重点的に調査対象とする。

このほか、

象として、

なお、 1

、

を調査対

深度ある調査を実施する。

接触率及び納税コンブライアンスの維持 向上を図るため､■■■■■■
調査を行うなど、効果的･効率的■■■■■■調査や

な調査の実施にも配意する。

(2) 印紙税以外の間接諸税に係る調査事務

国際観光旅客税（平成31年1月7日施行）については、制度の早期定着を図るとと

もに、

■■■調査等(行政指導を含む｡)を実施する。
その他の間接諸税については、 を総合勘案して選定を

行い、深度ある調査を実施する。

なお、揮発油税と石油石炭税との同時調査を行うことなどにより、効率的な調査の

実施に配意する。

(3) 人材育成

間接諸税の調査手法等を継承する観点から、OJTによる人材育成に配意する。

また、印紙税及び揮発油税の局間併任調査や、署職員の諸税調査部門への短期併任

による調査を計画的に実施する。

－3－
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3税目別所掌場数等(平成30事務年度）

1号指定＝〉印紙税：原則、資本金50億円以上の法人

印紙税以外の間接諸税：原則、年税額5,000万円以上の製造場

ただし、たばこ税、石油石炭税及び国際観光旅客税については全製造場

2号指定＝〉 1号指定に準ずる製造場等で、局統括国税調査官による調査が必要と認められるもの

4調査事績(平成31年3月末現在）

（1）印紙税

(2)印紙税以外の間接諸税

5短期併任(平成30事務年度）

－消費税等部門職員

－4－
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石油ガス税 37 75 35 40

石油石炭税 22 28 12 16

電源開発促進税 2 2 2 0

国際観光旅客税 79 79 0 79

印紙税以外の間接諸税計② 198 303 117 186

調査
計画

場数

① 場

調査事績

調査場数

着手
内繰越
処理

調査日数

(処理済）

非違

場数

非違

税額

② 場 ③ 場 ④ 場 ⑤ 日 ⑥ 場 ⑦千円

分 析

計画対比

着手 処理

違
見
合

非
発
割

非違1場

当たりの

税額

⑧ ％ ⑨ ％ ⑩ ％⑪千円

29 1 102 90 2 63 1,802 58 348,953 88.2 61.8 92.1 6,016

30 2 105 103 2 62 1,722 57 461,510 98.1 59.0 91.9 8,097

前年対比
(2/1又は2-1)

3
102.9％ 114.4% 100.0% 98.4％ 95.6％ 98.3％ 132.3％

ポイント

+9.9

ポイント

▲2．8

ﾎﾟｲﾝﾄ

▲0．2 134.6%

5年平均 4 97.8 91.4 1.8 53.2 1,455.0 47.8 306,204 93.5 54.4 89.8 6,406

5年平均対比

(2/4又は2-4）
5
107.4% 112．7% 111．1% 116.5% 118．4% 119.2% 150.7%

ﾎﾟｲﾝﾄ

+4.6

ポイント

＋4.6

ポイント

+2.1 126.4%

調査
計画

場数

① 場

調査事績

調査場数

着手
内繰越
処理

調査日数

(処理済）

非違

場数

非違

税額

② 場 ③ 場 ④ 場 ⑤ 日 ⑥ 場 ⑦千円

分 析

計画対比

着手 処理

非違

発見

割合

非違1場

当たりの

税額

⑧ ％ ⑨ ％ ⑩ ％ ⑪千円

29 6 36 31 0 20 184 1 323,457 86.1 55.6 5.0 323,457

30 7 38 25 1 14 112 2 66,769 65.8 36.8 14.3 33,385

前年対比
(7/6又は7-6）

8
105.6% 80.6％ 1■■■■■■ 70.0% 60.9％ 200.0％ 20.6％

ﾎﾟｲﾝﾄ

▲20．3

ﾎﾟｲﾝﾄ

▲18.8

ﾎﾟｲﾝﾄ

+9.3 10．3%

5年平均 9 35.6 25.6 0.6 18．4 219.0 1.6 114,455 71.9 51.7 8.7 71,534

5年平均対比

(7/9又は7-9）
10
106.7% 97.7％ 166.7% 76.1% 51.1% 125.0% 58.3％

ﾎﾟｲﾝﾄ

▲6.1

ﾎﾟｲﾝﾄ

▲14.9

ポイント

+5.6 46.7％

印紙税

併任受

揮発油税等庁指定連携調査

併任受

局諸税調査職員

(局間併任調査）

30．9．3～30．9． 14

5局（所）5名

30． 11．26～30． 12．7

2局2名

31． 1．21～31．2． 1

2局2名

31． 1．21～31．2． 1

2署2名



事務運営の概要等

課税第二部資料調査課

1 基本的な考え方

資料調査課は、複雑、困難、広域、複数税目などの観点から、高度の調査技法、機動力及び

多くの調査日数を要し､署では十分な調査を行うことができないと認められる事案(調査困難

事案､課税困難事案に区分）について、関係者を一体的に捉えた深度ある調査を実施するとと

もに、それらに関する調査技法の開発に努める。

①調査困難事案

大口・悪質な非違が想定される事案

②課税困難事案

消費税不正還付想定事案、先端分野・租税回避スキーム等

2調査事務関係

（1）令和元事務年度の取組方針

基本的な考え方に示したとおり、調査困難事案と課税困難事案について、関係者を一体

的に捉えた深度ある調査を実施する。

特に、消費税不正還付想定事案に積極的に取り組む。

（2）調査態様

調査実施に当たっては、①局員だけで調査を実施する局特別調査（単独調査）と、②局主

導で署と合同で調査を実施する局特別調査（局署合同調査）のいずれかによるが、

原則として、

・ 資料調査第一課及び資料調査第三課は、単独調査

・ 資料調査第二課は、局署合同調査

を実施する。

なお、資料調査第三課は、主に公益法人及び国際化事案の調査を担当する。

3署職員及び他局資料調査課職員の調査能力の向上等

署職員及び他局資料調査課職員を資料調査課に短期併任し、これらの職員に対して高度な

調査技法の習得と調査意欲の向上を図る。

-5-
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4調査事績(平成31年3月末現在）

※括弧書は､前事務年度からの繰越事案件数を内書で示す。

(参考） ．

※⑫は基幹事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。

(2) 基幹･関連事案合計

※3年平均欄の｢基幹1件当たり中央値｣は､過去3年間の処理事績に係る中央値を記載している。

(参考）

⑩は基幹・関連事案の本税、源泉所得税､消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨、⑬は、基幹・関連合計した所得金額（⑥、⑧）及び追徴税額（⑩）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。
⑪は基幹・関連合計した追徴税額が'千万円未満の事案の件数を示す。
⑫は少額是正件数（⑪）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。
⑭は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を基幹1件当たりとした場合の中央値を示す。

※

-6-

事務
年度

Nd

年度 Nu

計画

件数

① 件

着手
件数

着手
割合

② 件 ③ ％

増差
所得

不正

発見

割合

不正

発見

件数

更更

修正
割合

修正

件数

処理

割合

処理

件数

④ 件 ⑤％⑥件⑦％⑧件⑨％ ⑩百万円 ⑪百万円 ⑫百万円

単独
29

30

1

2

(1)
18

19

(1)
17

17

94.4

89.5

13

14

72.2

73.7

13

14

100.0

100.0

8

12

61.5

85.7

2,307

2,088

1,521

2,085

994

1,626

局署合同
29

30

3

4

4■■■

ー

ー

1

一

一

一

1

一

一

ー

1

1■■■■

100.0

ー

1

ー

100.0

一

133

ー

143

ー

59

合計
29

30

5

6

(1)
18

ー

19

(1)
17

ー

18

94.4

94.7

13

15

72.2

78.9

13

15

100.0

100.0

8

13

61.5

86.7

2,307

2,221

1,521

2,228

994

1,685

3年平均 7
19 14 73.7 13 68.4 12 92.3 10 76.9 2,007 1,739 934

3年平均対比
(6/7又は6-7）

8
100.0% 128.6％

ポイント

+21.0 115.4%

ポイント

+10.5 125.0%

ポイント

+7.7 130.0%

ポイント

+9.8 110．7% 128.1％ 180.4%

上記合計の

うち国際化
富裕層

29

30

9

10

11

5

9

5

81.8

100.0

8

5

72.7

100.0

8

5

100.0

100.0

4

3

50.0

60.0

477

189

326

134

222

427

対前年比
(10/9又は10-9)

1l
45.5％ 55.6％

ポイント

+18.2 62.5％

ポイント

+27.3 62.5％

ポイント
●

r0.0 75.0%

ポイント

+10．0 39.6％ 41.1% 192.3%

事務
年度

Nu

年度 恥

処理

件数

①件②件③％④件⑤％ ⑥百万円 ⑦百万円 ⑧百万円 ⑨百万円 ⑩百万円 ⑪件 ⑫％ ⑬百万円 ⑭百万円

単独
29

30

1

2

47

34

43

32

91.5

94.1

24

22

51.1

64.7

3,341

2,446

257

175

2,047

2,269

157

162

1,566

1,800

2

一

15.4

ー

120

129

76

84

局署合同
29

30

3

4

一

1

ー

1

■■■■

100．0

ー

1

ー

100．0

一

133

一

133

ー

143

－

143

ー

59

ー

ー

ー

■■■

ー

59

－

59

合計
29

30

5

6

47

35

43

33

91.5

94.3

24

23

51.1

65.7

3,341

2,579

257

172

2,047

2,412

157

161

1,566

1,859

2

■■■■

15.4

ー

120

124

76

80

3年平均※ 7
36 30 83.3 22 61.1 2,611 201 2,117 163 1,520 2 17．7 117 75

3年平均対比
(6/7又は6-7）

8
97.2％ 110.0％

ポイント

＋11．0 104.5％

ポイント

+4.6 98.8％ 85.6％ 113．9％ 98.8％ 122.3％ 皆減 皆減 106％ 106.7％

上記合計の

うち国際化

富裕層

29

30

9

10

10

6

8

5

80.0

83.3

4

3

40.0

50.0

477

189

60 326

’
38 1 134

41

27

222

430

2

ー

25.0

■■■■

28

86

21

53

対前年比
(10/9又は10-9)

11
60.0％ 62.5％

ポイント

+3.3 75.0％

ポイント

+10．0 39.6％ 63.3％ 41.1％ 65.9％ 193.7％ 皆減 皆減 307.1％ 252.4％
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(3)基幹･関連･連携事案合計
単位

処理

件数
更
慨
徽

更
慨
徽

更
慨
船

更
慨
船

不正

発見

件数

不正

発見

件数

不正

発見

割合

不正

発見

割合

基幹

1件
当たり

基幹

1件
当たり

増差
所得
増差
所得

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

追徴
税額
追徴
税額

不正

所得

不正

所得

⑧百万円|⑨百万円 ⑩百万円

57 91．9 56．5 3829 2527 194

40 93．0 2546 182

143

57 91．9 2527

41 93．2 2969 2689

42 84.0 56．0 3510 2514 193

3年平均対比
（6/7又は6-7）

ポイント

＋7.6 84.6％ 107.0％ 92.6％

(参考）

※⑩は基幹・関連・連携事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨は基幹・関連・連携合計した所得金額（⑥、⑧）を基幹の処理件数((1)④)で除した値を示す。

(4) 消費税

※①は基幹・関連・連携事案の件数の合計を示す。
②、⑤は基幹・関連・連携事案の消費税及び各加算税の合計を示す。

－7－

上記合計の

うち国際化
富裕層

29

30

9

10

10

6

8

5

80.0

83.3

4

3

40.0

50.0

477

189

60

38

326

134

41

27

222■■■
430■■■
■■
■■■
■■■■■■■■■■■■

対前年比
(10/9又は10-9)

11
、 60.0％ 62.5％

ポイント

+3.3 75.0%

ポイント

+10．0 39.6％ 63.3％ 41.1% 65.9％ ■193.7 ■■

事務
年度

NO.

年度 Na

調査
件数

①件

差
額
増
税 内固有

1件
当たり

②百万円 ③百万円 ④百万円

不正

税額 内固有
1件
当たり

⑤百万円 ⑥百万円 ⑦百万円

単独
29

30

1

2

42

31

396

537

225

427

9

17

155

246

46

149

4

8

局署合同
29

30

3

4

一

1

1■■■■

14

一

ー

－

14

Ⅱ■■■■

14

q■■■

一

q■■■

14

合計
29

30

5

6

42

32

396

551

225

427

9

17

155

260

46

149

4

8

3年平均 7
28 622 425 22 402 270 14

3年平均対比
(6/7）

8
114.3% 88.6％ 100.5％ 77.3％ 64.7％ 55.2％ 57.1％
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5調査事績(平成31年3月末現在）

※括弧書は､前事務年度からの繰越事案件数を内書で示す。

(参考）

※⑫は基幹事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。

(2)基幹･関連事案合計

。

※3年平均欄の｢基幹1件当たり中央値｣は､過去3年間の処理事績に係る中央値を記載している。

(参考）

⑩は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨、⑬は、基幹・関連合計した所得金額（⑥、⑧）及び追徴税額（⑩）を基幹の処理件数((1)④)で除した値を示す。
⑪は基幹・関連合計した追徴税額が1千万円未満の事案の件数を示す。
⑫は少額是正件数（⑪）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。
⑭は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を基幹1件当たりとした場合の中央値を示す。

※

－8－

事務
年度

NO.

年度 NO.

計画
件数

① 件

着手
件数

着手
割合

② 件 ③ ％

処理

件数
処理

割合

更

修正

件数

更

修正
割合

不正

発見

件数

不正

発見

割合

増差
所得

④ 件 ⑤％⑥件⑦％⑧件⑨％ ⑩百万円 ⑪百万円 ⑫百万円

局署合同
29

30

1

2

73

73

67

70

91.8

95.9

59

65

80.8

89.0

57

63

96.6

96.9

54

57

91.5

87.7

4,849

9,444

4,996

9,562

2,248

6,152

合計
29

30

3

4

73

73

67

70

91.8

95.9

59

65

80.8

89.0

57

63

96.6

96.9

54

57

91.5

87.7

4,849

9,444

4,996

9,562

2,248

6,152

3年平均 5 73 65 89.0 62 84.9 59 95.2 55 88.7 4,408 4,532 2,045

3年平均対比
(4/5又は4-5）

6
100.0% 107.7%

ポイント

+6.9 104.8%

ポイント

+4.1 106,8%

ポイント

+1.7 103.6%

ポイント

▲l.0 214.2% 211.0% 300.8%

上記合計の
うち国際化
富裕層

29

30

7

8

30

36

27

33

90.0

91.7

23

32

76.7

88.9

23

31

100.0

96.9

21

26

91.3

81.3

1,788

3,853

1,815

3,860

952

3,075

対前年比
(8/7又は8-7）

9
120.0％ 122.2%

ポイント

+1.7 139.1%

ボイント

+12．2 134.8％

ポイント

▲3.1 123.8％

ポイント

▲10.0 215.5％ 212.7％ 323.0％

事務
年度

恥

年度 Nn

処理

件数

①件②件③％④件 ⑤ ％ ⑥百万円 ⑦百万円 ⑧百万円 ⑨百万円 ⑩百万円 ⑪件 ⑫％ ⑬百万円 ⑭百万円

局署合同
29

30

1

2

105

129

100

125

95.2

96.9

88

107

83.8

82.9

6,215

12,452

105

192

6,182

12,359

105

190

2,687

7,310

8

7

13.6

10.8

46

112

33

66

合計
29

30

3

4

105

129

100

125

95.2

96.9

88

107

83.8

82.9

6,215

12,452

105

192

6,182

12,359

105

190

2,687

7,310

8

7

13.6

10.8

46

112

33

66

3年平均※ 5
98 92 93.9 82 83.7 5,504 89 5,516 89 2,451 17 28.0 40 26

3年平均対比
(4/5又は4-5）

6
131.6% 135.9%

ポイント

+3.0 130.5%

ポイント

▲0.8 226.2％ 215.7% 224.1% 213.5% 298‘2％ 40.4％

ポイント

▲17.2 280.0% 253.8％

上記合計の

うち国際化
富裕層

29

30

7

8

32

62

32

60

100.0

96.8

28

50

87.5

80.6

2,172

4,895

94

153

2,189

4,843

95

151

1,065

3,530

2

6

8.7

18.8

46

11O

26

42

対前年比

(8/7又は8-7）
9
193.8% 187.5%

ポイント

▲3．2 178.6%

ポイント

▲6．9 225.4％ 162.8% 221.2% 158.9% 331.5% 300.0%

ポイント

+10.1 239.1% 161.5%



課税第二部資料調査第二課

(3) 基幹･関連･連携事案合計
悼位:件､百万円）

事務
年度

項目項目

理
数
処
件
更
慨
蝋

更
慨
蝋

更
慨
洲

更
慨
洲

不正

発見

件数

不正

発見

件数

不正

発見

割合

不正

発見

割合

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

増差
所得
増差
所得

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

追徴
税額
追徴
税額

不正

所得
不正

所得
NO

調査態様調査態様

’
一

０Ｎ ②件|③％ ⑧百万円|⑨百万円① 件 ④件 ⑤％|⑥百万円 ⑦百万円 ⑩百万円

124 95．4 78．5 7257 6,8941 117局署合同

82．2 13574 13,003 1 200

78．5 7257
合計

82．2 13574

3年平均
107 94．7

3年平均対比
（4/5又は4-5） ,32"%|鮴ト

(参考）

■
※⑩は基幹・関連・連携事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨は基幹・関連・連携合計した所得金額（⑥、⑧）を基幹の処理件数((1)④)で除した値を示す。

(4) 消費税
万卜L

I

※①は基幹・関連・連携事案の件数の合計を示す。
②、⑤は基幹・関連・連携事案の消費税及び各加算税の合計を示す。

－9－

上記合計の
うち国際化
富裕層

29

30

7

8

32

68

32

66

100.0

97.1

28

54

87.5

79.4

2,172

5,320

94

166

2,189

4,949

95

155

1,065■■
3,722■■

対前年比
(8/7又は8-7）

9
212.5% 206.3％

ポイント

▲2．9 192.9%

ポイント

▲8.1 244.9％ 176.6％ 226.1% 163.2% 349. 5％

事務
年度

NO.

年度 Nu

調査
件数

①件

差
額
増
税 内固有

1件
当たり

②百万円 ③百万円 ④百万円

不正

税額 内固有
1件
当たり

⑤百万円 ⑥百万円 ⑦百万円

局署合同
29

30

1

2

107

120

483

1,226

47

136

5

10

326

747

21

51

3

6

合計
29

30

3

4

107

120

483

1,226

47

136

5

10

326

747

ー

51

3

6

3年平均 5
100 421 188 4 281 15 3

3年平均対比
(4/5）

6
120.0% 291.2％ 72,3％ 250.0% 265.8％ 340.0% 200.0%



言::党第二部資料調査第三課【参考】

6調査事績(平成31年3月末現在）

※括弧書は､前事務年度からの繰越事案件数を内書で示す。
△

(参考）

※⑫は基幹事案の本税、源泉所得税､消費税及び各加算税の合計を示す。

(2)基幹･関連事案合計

※3年平均欄の｢基幹1件当たり中央値｣は､過去3年間の処理事績に係る中央値を記載している。

(参考）

⑩は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨、⑬は、基幹・関連合計した所得金額（⑥、⑧）及び追徴税額（⑩）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す6
⑪は基幹・関連合計した追徴税額が'千万円未満の事案の件数を示す。
⑫は少額是正件数（⑪）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。
⑭は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を基幹1件当たりとした場合の中央値を示す。

※
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事務
年度

NO.

年度 NQ

計画

件数

① 件

着手
件数

着手
割合

② 件 ③ ％

増差
所得

不正

発見

割合

不正

発見

件数

更更
修正

割合
修正
件数

処理

割合

処理

件数

④ 件 ⑤％⑥件⑦％⑧件⑨％ ⑩百万円 ⑪百万円 ⑫百万円

単独
29

30

1

2

(1)
17

17

(1)
17

16

100．0

94.1

14

11

82.4

64.7

13

11

92.9

100.0

4

7

28.6

63.6

3,721

2,103

173

1,189

1,874

646

局署合同
29

30

3

4

1

｡■■■

1

一

100.0

ー

1

一

100

一

1

一

100．0

一

ー

一

一

一

5

1■■■■

ー

ー

1

ー

合計
29

30

5

6

(1)
18

17

(1)
18

16

100．0

94.1

15

l1

83.3

64‘7

14

ll

93.3

100．0

4

7

26.7

63.6

3,726

2,103

173

1,189

1,875

646

3年平均 7
19 19 100.0 13 68.4 12 ､ 92．3 6 46.2 2,669 780 1,126

3年平均対比
(6/7又は6-7）

8
89.5％ 84.2％

ポイント

▲5．9 84.6％

ポイント

▲3．7 91.7%

ポイント

+7.7 116.7%

ポイント

+17．4 78.8％ 152.4％ 57.4％

上記合計の
うち国際化
富裕層

29

30

9

10

9

9

9

9

100.0

100．0

7

8

77.8

88.9

6

8

85.7

100.0

2

6

28.6

75．0

2,296

1,701

145

1,125

773

539

対前年比
(10/9又は10-9)

11
100.0% 100.0％

ポイント

r0.0 114.3%

ポイント

+11.1 133.3％

ポイント

+14.3 300.0%

ポイント

+46.4 74.1% 775.9％ 69.7％

事務
年度

No.

年度 No.

処理

件数

①件②件③％④件⑤％ ⑥百万円 ⑦百万円 ⑧百万円 ⑨百万円 ⑩百万円 ⑪件 ⑫％ ⑬百万円 ⑭百万円

単独
29

30

1

2

29

20

28

20

96.6

100.0

16

13

55.2

65.0

3,987

3,480

285

316

570

2,507

41

228

2,057

1,040

1

1

7.1

9.1

147

95

84

57

局署合同
29

30

3

4

3

■■■■

3

■■■■

100

一

1

ー

33

ー

16

■■■

16

■■■■

10

ー

10

■■■■

2

ー

1

ー

100

－

2

■■■■

2

■■■■

合計
29

30

5

6

32

20

31

20

96.9

100．0

17

13

53.1

65.0

4,003

3,480

267

316

580

2,507

39

228

2,059

1,040

2

1

13.3

9.1

137

95

75

57

3年平均※ 7
・ 28 25 89.3 14 50.0 3,632 279 1,010 78 1,396 1 7.7 107 68

3年平均対比
(6/7又は6-7）

8
71．4％ 80.0％

ポイント

+10．7 92.9％

ポイント

+15．0 95.8％ 113.3％ 248.2％ 292.3％ 74.5％ 100．0％

ポイント

＋1．4 88.8％ 83.8％

上記合計の
うち国際化
富裕層

29

30

9

10

12

16

11

16

91.7

100．0

4

11

33.3

68.8

2,306

2,138

329

267

357

1,461

51

183

848

622

1 14．3

■■■■ 一

121

78

75

52

対前年比
(10/9又は10-9)

11
133.3％ 145.5％

ポイント

＋8．3 275.0％

ポイント

+35.5 92.7％ 81.2％ 409.2％ 358.8％ 73.3％ 皆減

リ

I

皆減’ 64.5％ 69.3％



引ﾖ且号

(3

個鮴Ⅷ
処理

件数

蝋慨更

船慨更船慨更

不正

発見

件数

不正

発見

件数

不正

発見

割合

不正

発見

割合

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

増差
所得
増差
所得

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

追徴
税額
追徴
税額

不正

所得

不正

所得

②件|③％

32 97．0 60．6 4122 704 50

3642 2622 238

26 26 100.0 3642 2622 238

29 90．6 53．1 3729 1 105 85

3 平均対比
（6/7又は6-7 237.3％ 280.0％

(参考）

■■■
※⑩は基幹・関連・連携事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨は基幹・関連・連携合計した所得金額（⑥、⑧）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。

(4) 消費税

※①は基幹・関連・連携事案の件数の合計を示す。
②、⑤は基幹・関連・連携事案の消費税及び各加算税の合計を示す。

6
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上記合計の

うち国際化
富裕層

29

30

9

10

12

19

11

19

91.7

100.0

4

12

33.3

63.2

2,306

2,193

329

274

357

1,470

51

184

848■■■
652■■■

対前年比
(10/9又は10-9)

11
158.3% 172.7%

ポイント

＋8.3 300.0%

ポイント

+29.9 95.1% 83.3％ 411.8% 360.8％ 76.9％

難
戦
・
恥

年度 Nu

調査
件数

①件

差
額
増
税 内固有

1件
当たり

②百万円 ③百万円 ④百万円

不正

税額 内固有
1件
当たり

⑤百万円 ⑥百万円 ⑦百万円

単独
29

30

1

2

28

11

548

8

443

ー

20

1

25

6

10

I■■■■

0.9

0.5

局署合同
29

30

3

4

1■■■■

q■■■

ー

一

ー

－

ー

一

一

ー

一

ー

ー

Ⅱ■■■■

合計
29

30

5

6

28

11

548

8

443

一

20

1

25

6

10

ー

0.9

0.5

3年平均 7
25 222 , 160 9 21 4 0.8

3年平均対比
(6/7)．

8
44.0％ 3.6％ 呰減 11.1% 28.6％ 皆減 62.5％



事務運営の概要等

課税第二部酒類業調整官

1 基本的な考え方

酒類業調整官（局及び署派遣5署）は、国税庁の任務である酒類業の健全な発達のため、

①酒類産業振興のための施策の実施、②酒類の公正な取引環境の整備に関する施策としての

酒類の取引状況等実態調査、③酒類の表示の適正化に向けた調査・指導等の産業行政事務を

主に行っている。

特に、産業行政事務を進めるに当たり、酒類業界のニーズや業界の抱える課題を的確に把

握し、有益な情報等について酒類業者に向けて随時発信するなど酒類業全体の振興に関する

取組を積極的に推進するとともに、庁局署の情報の共有化を徹底する。

また、各種施策の実施に当たってはく平成30事務年度に国税庁から示された「酒類行政の

基本的方向性」に基づき、政府全体の取組の方向性も踏まえつつ、消費者の酒類に対する嗜

好の変化などの社会的変化や地方創生の視点から管内の酒類業の特色にも配意することとし、

関係省庁等が実施する各種施策の情報等の把握にも努めながら、必要に応じて関係省庁等と

連携してより効果的な施策を実施するほか、酒類業界に対して顔の見える行政となるよう、

国税組織の強みである組織力を活かした取組を実施する。

2 令和元事務年度の事務運営

. (1)酒類産業振興のための施策の実施

①酒類産業振興策への取組

「酒類行政の基本的方向性」を踏まえ、次のような施策にスケジュール感をもって取

り組む。

イ局幹部と酒類業組合役員等との懇談会等の開催

ロ料飲店業者等を対象とした酒セミナー及び流通業者、一般消費者等を対象とした地

理的表示「山梨」ワインシンポジウムの開催

※令和元事務年度は地理的表示「北海道」 と共同開催を予定している．

ハ酒造組合等主催イベントへの後援と局幹部の出席

2

【参考:平成30事務年度の実績】

○懇談会等

開催日 懇談会名 当方出席者

局長、総務部長、課税

二部長、酒類監理官、

鑑定官室長ほか2名

先方出席者

酒造組合会長4名

ほか

鑑評会受賞者20名
10.30(火)鋪鷆溺篁墓臺言との懇談会
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○当局主催イベント

○当局後援イベント
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開催日
■■■｡●■‐■■■p■■■e■■白■■■｡■む卿…●●…●●●●●●●｡●●●●●●●●｡●q

2.28(木）

懇談会名

●
等
等
Ｃ
ｃ
ｅ
●
Ｇ
ｃ
ｅ
ｂ
■
由
●
合
●
■
■
■
■
画

当方出席者

山梨県ワイン酒造組合役員との懇談会

(山梨県ワイン酒造組合会議室）

:局長、酒類監理官、

:鑑定官室長ほか5名

先方出席者

ワイン酒造組合会長

ほか8名

5.20(月）
千葉県若手清酒製造者との意見交換会i局長、酒類監理官、

（千葉県酒造組合会議室） ：鑑定官室長ほか5名
千葉県酒造組合青年

醸友会会長ほか8名

開催日 イベント名 概要等

9. 14(金）
酒セミナーin浅草

(浅草ピューホテル）

マ
甲
●
ゆ
●
④
●
ｅ
Ｄ
Ｄ
ｃ
ｅ
●
●
凸
の
◆
○
●
Ｇ
ｐ
ｐ
ｐ
■

号
や
●
●
●
●
●
●
Ｇ
Ｃ
Ｃ
●

●
●
●
合
●
由
由
凸
■
由
●
由
●
血
合
由

■
■
■
傘
早

対象：浅草近郊の料飲店の従業員（約50名）

内容：地理的表示、 日本産酒類の知識等の向上と訪

日外国人へのお酒の勧め方等の習得を目的とし

たセミナー、きき酒

10.9(火）
酒セミナーin千葉

(三井ガーデンホテル）

対象

内容

●
●

●
●

千葉県内のホテル等の従業員（約50名）

地理的表示、 日本産酒類の知識等の向上と訪

日外国人へのお酒の勧め方等の習得を目的とし

たセミナー、きき酒

12.20(木）
山梨ワインセミナー

(ベルクラシック甲府）

対象：山梨県内のぶどう農家、農協職員（約50名）

内容：地理的表示、高品質醸造用ぶどうの安定確保
の必要性を理解してもらうことを目的としたセ

ミナー、きき酒

3． 9(士）
酒セミナーin新宿

(玄海本店）

対象：老舗料理店の経営者（約30名）

内容：地理的表示、 日本産酒類の知識等の向上と訪

日外国人へのお酒の勧め方等の習得を目的とし

たセミナー、きき酒

3．21

(木・祝）

地理的表示「山梨」ワイン

シンポジウム

(THEGRAND

HALL (港区))

対象：流通業者、一般消費者等（約400名）

内容：局長による主催者挨拶

蛯原健介教授による基調講演

有識者によるパネルディスカッション

GIYamanashiワインテイスティング

3.28(木）
酒セミナーin横浜

(ホテルニューグランド）

対象：神奈川県内のホテル・料飲店等の従業員（約50名）

内容：地理的表示、 日本産酒類の知識等の向上と訪

日外国人へのお酒の勧め方等の習得を目的とし
たセミナー、きき酒

開催日 イベント名 主催

寺
Ｃ
ｅ
●
■
■
■
。
ｄ
■
■
■
由
由
■
車
白
●
■
由
白
色

局幹部挨拶

9. 15(=t)

10. 5(金）

ろ●｡●●
合

●

色

合
●
◆
●
合
●
●
●

ｃ
由
も
凸
血
合
●
合
参
由

武蔵の國の酒祭り
｡｡●●｡●●｡●◆●●egGg●●■““…”ee■eeeege●e●e･●●●合C●宙●■●●DC｡●色由●●･●●●●●●■■■■■■■■■■■■■■■■●●■■■●●●●由■■■■●■■■■■■■■■■■。■■■■、egg■争○争①寺●｡●eeeeeC●C●●●◆③◆●◆●◆◆◆

名水が育む｢山梨の日本酒･本格焼酎｣で乾杯！

東京都酒造組合

山梨県酒造組合

有

有

有

Ｄ
Ｃ
●
色
色
●
の
●
凸
●
由
●
由
●
色
の
①
の
①
の
◆

日本蒸留酒酒造組合東京支部

■
ご
■
■
■
■
■
■
■

●
ｑ
●
Ｃ
Ｃ
Ｃ
■焼酎甲類体験フェス10. 19(金）
■
。
。
■
■

セレモニーなし
●ゆの甲①ゆ●･申申●●■■｡■■GB●ゆ争争●●●争｡●｡◆伊｡●･碗、■●巳■q①●●③●●q

セレモニーなし

､■●巳■q①●●③●●●

す
む
色
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②日本産酒類の輸出環境の整備

平成29年11月に決定された「総合的なTPP等関連政策大綱」や、令和元年●月に

決定された「未来投資戦略2019」等を踏まえ、酒類業組合等の取組への支援や輸出に取

り組む事業者のニーズに応じた支援等を行うとともに、関係省庁やジェトロ等との連携

を密にしつつ、次の施策に取り組む。

イ 「東京国税局管内地域日本産酒類輸出促進連絡会議」及び「都県レベルの分科会」

の開催

ロ訪日外国人向けの効果的な施策への取組

③酒類の地理的表示の周知等

地理的表示制度の更なる認知度向上を図ることにより、ブランド価値を高める。更に

当局においては、地理的表示「山梨」の認知度向上に積極的に取り組む。

また、 日本国内での需要振興や海外への輸出振興策について、酒類業調整官と酒類指

導官が連携して酒類業組合等の取組を支援する。

イホテル、料飲店等を対象とした酒セミナーの開催

ロ地理的表示「山梨」ワインシンポジウムの開催（地理的表示「北海道」 と共同開催

予定｡）

④鑑定官室等との連携

酒類製造者が抱える技術的な課題を把握した場合や、経験の浅い新規参入者など基礎

的な技術基盤の維持・向上が必要と考えられる酒類製造者に対しては、専門的な知識を

有する鑑定官室及び酒類総研と連携して速やかな解決を図る。

(2)適切な法執行の実施

①酒類の公正な取引環境の整備

イ酒類業者に対する周知・啓発

酒類業者に対して、 「酒類の公正な取引に関する基準」 （平成29年6月施行、以下

「基準」 という。 ）及び「酒類に関する公正な取引のための指針」の周知･啓発を行

い、これらの遵守のための指導等を通じ、公正な取引環境の整備に向けた酒類業者の

自主的な取組を推進する。
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ロ酒類の取引状況等実態調査

酒類の取引状況等実態調査については、当局は平成30事務年度においても、基準に

違反していると認められた酒類業者に対し「指示」を行っており、引き続き、価格動

向やこれまでに把握した情報等を踏まえ、市場に大きな影響を与える取引を行ってい

ると認められる大手酒類業者及び廉売等の情報のある業者を優先的に選定する｡

調査に当たっては､価格の形成に至る背景にも着目するなど深度ある調査を実施す

るとともに、 「指示」を行った酒類業者に対するフォローアップ調査も適切に実施す

る。

なお、基準に違反すると思料される場合には、 「指示」を見据え、周辺の酒類業者

の酒類事業に与える影響の程度を確認するなどの調査を実施する。

また、局間連携調査の実施に当たっては、当局は大規模酒類業者が集中することか

らその取りまとめ局として、関係局等と的確な協議、調整を行うなど、効果的・効率

的な調査に努める。

○取引状況等実態調査の状況 （各年3月末現在）

※平成29事務年度においては、平成30年5月及び6月に計3件「指示｣を行っている。

酒類の表示の適正化に向けた調査・指導等

酒類の容器等の表示について、酒類の表示事項確認調査を実施し、誤り等を把握した

場合には改善指導を行う。

なお、平成30年10月30日から適用開始となった果実酒等の製法品質表示基準に関

して、酒類製造者等から相談を受けた場合には、引き続き丁寧に対応する。

また、令和2年4月から適用開始となる食品表示基準などの新たな表示制度が円滑に

実施されるよう、酒類製造者等に対し制度の周知等に努める。

②
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③酒類業組合等に対する適切な指導

酒類業組合等に対しては、運営の適正性の確保並びに団体機能及び活動の強化・充実

を図る観点から､その自主的な活動を基本としつつ､必要な助言･支援を行うとともに、

適切に指導する。

○酒類業組合の状況（局所管組合を本書、署所管組合をカッコ書）

④消費税転嫁対策特別措置法に基づく調査等

酒類業者における転嫁拒否等の行為や転嫁阻害表示に係る実態把握に努めるととも

に、違反行為については「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を

阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に基づき厳正に対処する。

(3) 人材育成

酒類の取引状況等実態調査及び酒類の表示事項確認調査においては、経験の浅い酒類指

導官付職員の同行指導について積極的に実施する。
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千葉県 東京都 神奈川県 山梨県

製 造 ･千葉県酒造組合 ･東京都酒造組合連合会

･東京都酒造組合

(東京七島酒造組合）

･神奈川県酒造組合 ･山梨県酒造組合

･山梨県ワイン酒造組合

卸 売 ･千葉県卸酒販組合 ･東京都卸売酒販組合 ･神奈川県卸売酒販組合 ･山梨県卸酒販組合

4 、
一

元 ･千葉県小売酒販組合

連合会

(税務署所管14組合）

･東京小売酒販組合 ･神奈川県小売酒販組合

連合会

･横浜小売酒販組合

･川崎小売酒販組合

･神奈川県央小売酒販組合

(税務署所管6組合）

･山梨県小売酒販組合

連合会

(税務署所管5組合）



事務運営の概要等

課税第二部統括国税調査官（酒税担当）

1 基本的な考え方

統括国税調査官（酒税担当）は、局長が指定する酒類製造場等に対する酒税調査事務を行

っている。

酒税調査に当たっては、鑑定官室との連携を図り、酒類に関する技術的に高度な問題等に

ついては独立行政法人酒類総合研究所との連携にも配意して実施するほか、酒類業調整官又

は酒類指導官が実施する酒類の表示事項確認調査との連携を図る。

また､酒税実務経験の浅い職員に対する計画的な指導育成の観点から、酒税調査への同行

指導にも十分に配意する。

2令和元事務年度の事務運営

（1）酒税調査

酒税調査については、現行のグループ区分の下、酒類製造者の管理の充実を図り、調査

必要度の高い酒類製造者を優先的に選定するとともに、的確な進行管理を行い、効果的・

効率的に深度ある調査を実施する。

なお、隠蔽又は仮装の端緒を把握した場合には、必要に応じて取引先に対する反面調査

を実施し、その事実が認められた場合には重加算税を賦課するなど厳正に対処する。

また、大規模酒類製造者については、国税局連携調査対象者として一元的な納税者管理

を行い、他の国税局と適切に連携しつつ、当局が取りまとめ局等となり、関係各局をリー

ドしながら調査を進め、当局及び関係各局の非違事項を速やかに集約した上で本社指導を

実施する。

(2) 犯則調査

酒税調査の際に、酒類等の無免許製造に係る端緒を把握した場合など、犯則調査を実施

する必要があるときには、国税通則法第74条の8の規定を踏まえ､犯則嫌疑者等に対し犯

則事件の調査であることを明確に伝えた上で実施する。

（3）人材育成

経験の浅い酒類指導官付職員に対する同行指導については､統括国税調査官(酒税担当）

への長期併任（4週間）及び短期併任（2週間）により、引き続き効果的に実施する。
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事務運営の概要等

課税第二部鑑定官室

1 基本的な考え方

鑑定官室は、間接国税の適正かつ公平な賦課の実現、及び酒類業の健全な発達の促進

を図るため、関係各課部門及び独立行政法人酒類総合研究所（以下「酒類総研」という。）

との緊密な連携の下、①間接国税課税物件の分析・鑑定、②酒類業の発達・改善に関す

る技術的事務、③酒類の品質・安全性の確保に関する技術的事務を行っている。

令和元事務年度の事務運営

分析・鑑定事務の的確な実施

酒類、 自動車ガソリン等間接国税課税物件の分析・鑑定事務については、引き

続き関係各課部門と密接に連携を取りつつ、また酒類総研とも必要に応じて連携

し、高い信頼性の確保に努め、迅速かつ的確に実施する。

特に、酒類の製造方法が多様化している現状を踏まえ、新製品等、機動的に対

応する必要があるものについては、関係各課と連携して成分及び製造方法に関す

る効率的な情報収集に努め､的確な分析鑑定事務を実施する。

さらに、酒税・揮発油税調査や製造免許に係る現場確認等における技術的事項

2

(1)

に関し、主務課の事務を支援する。

○平成30事務年度分析・鑑定状況（令和元年6月4日現在）
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区分 項 目 〃点数

酒税関係 課税・犯則判定物件

全国市販酒類調査
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期限付免許者が製造した酒類の品質審査

小 計

3

214

183

400

揮発油税関係 課税・犯則判定物件
●■■⑧■の■●■の■⑧●⑧■●●｡●の｡●の争争◆●●◆◆◆●◆◆◆◆◆｡●◆｡◆e●●①eeq●eeqeeeqqeee“●e●Gee●G●●●GGegGDeee●Ce●●●●◆●●●｡◆◆●釣り･●●●■■●■●■■■■■■■■■●b■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

自動車ガソリン性状調査

小 計

449

16

465

合 計 865



(2) 酒類の安全性確保と品質向上への取組

酒類の生産から消費まで全ての段階における酒類の安全性の確保と品質水準の向上

を図るため、酒税課及び酒類総研とも連携し適切な事務の実施に努める。

また、引き続き酒類の放射性物質の分析を実施し、結果を継続的に公表するととも

に、輸出用酒類に係る分析については、酒税課及び酒類総研と連携して、迅速な処理

に努める。

O平成30事務年度放射性物質の分析状況（令和元年6月4日現在）

(3) 酒類製造技術指導の的確な実施

全国市販酒類調査の結果等を踏まえつつ、実施効果の検証を的確に行い、計画的か

つ効果的な事務の実施に努める。特に、酒類製造者のアルコール等の分析の精確さや

酒類の安全性を確保するために必要な指導については、確実に実施する。

(4) 酒類業者に対する技術的な支援

酒類業界や地域の公設試験研究機関等との連携を強化し、地域の風土と技術を活か

した技術支援等を推進する。また、酒類業者の抱える技術的課題を的確に把握し、速

やかな解決が図れるよう、酒類製造者の技術力の強化に対する適切な支援を行う。

○平成30事務年度技術指導／技術相談件数（令和元年6月4日現在）

(5) 局主催酒類鑑評会の実施

酒造技術基盤強化と管内で自醸された酒類に対する認知度の向上を図り、 もって酒
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内容 』点数

全国市販酒類調査 36

輸出用酒類の証明書関係 49

合 計 85

区分 指導 相談

清酒
●●●･◆①｡◆●●●●も●●●●●｡●●●●■●■■■■■●■■■■■■■■●■■ひ■巳g■■ee●●e●●の争争◆◆●●①●●●●beGee◆◆｡◆●◆◆合●●●由●■■｡｡■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■巳■色争のq

焼酎
●｡｡①●①◆●◆◆◆◆◆◆◆･●◆◆◆●◆●●◆◆①●~●oObb●■●■■■■■■■■■■■■■･●●･●●●争争●●①■■■■｡■①■●争●●●◆●◆◆◆◆◆◆●D◆◆●p●bgg●●●G●◆●◆●も①b■■■■■■■■Ⅱ

ビール・発泡酒
e●◆●●e●●●●G●●●●■■●●●●●■■■■■■■●●■■■の｡●｡■●●●●p①●p●Dgggggee●●●◆●◆◆◆●◆①●●agCg●□■e■曲●●●●●■●■●●寺一一口■●■■■■■■■巳｡●●■■｡｡●｡●･I

果実酒・甘味果実酒

19
今｡｡◆●●●●勺●ggee◆●⑦｡●①●◆●◆●CCggeee“Gd

０
《
２

5

82
①中、●由白白由由…■■■■‐一毎■■■■早野…GI

20

13

9

ブランデー 0 0

区分 指導 相談

その他の醸造酒 0 28

リキュール
bー争●●｡●｡●｡■DDD■■■q■Gee●｡｡e●●●●◆●①CCC●●gge…G●●＝●●･●●●●●●●■●●■■■■■■■■■､■■①申申由●申申■申■■■｡｡q甲●●■■｡■巳■■凹●●間■■

その他

｡？●再■知eBqg

合計

2

0
白白●●■●■●■●■①■●■■①①●●●●｡｡①■●｡｡p■■■■■

28

》

５
－
３
■■qee●■●争争e毎争申ら｡●◆｡◆◆◆◆◆●◆●●り●“■卸

160



類業の健全な発達に資することを目的として、酒類鑑評会を開催する。 これまでと同

様に、清酒（ﾛ今醸部門、純米ﾛ今醸部門、燗酒部門及び純米燗酒部門)、本格焼酎及びビー

ル等を対象として開催することを予定している。

また、酒類鑑評会における英文賞状の授与及び審査結果の英文ホームページによる

公表については引き続き取り組む。

○平成30年酒類鑑評会の出品・入賞状況

／

'

○令和元年酒類鑑評会の日程（案）

(6) その他

酒税関係職員育成のため、各種実務研修等の開催に協力する。

3鑑定指導室の事務

鑑定指導室は当局鑑定官室に所属しているが、その事務運営は国税庁課税部鑑定企画

官の総括の下で行っている。

主要事務は、清酒製造状況等調査､全国市販酒類調査等の全国的な調査の集計･解析、

酒税及び揮発油税等関係の分析技術の検討・開発、各国税局鑑定官室が行う分析・鑑定

事務の管理点検、その他鑑定企画官の指示する事務である。

なお、鑑定指導室は平成28年3月に北区滝野川から大手町合同庁舎3号館（庁舎移転

－20－

部門 出品場数 入賞場数

清酒

吟醸

純米吟醸

燗酒

純米燗酒

29

33

26

37

11

13

10

14

本格焼酎 11 4

ビール・発泡酒 20

審査等 期 日 場 所

審査
9月24日（火）、25日（水）

及び27日（金）
東京国税局9階鑑定官室

製造技術研究会

(関係者への公開）
10月29日 （火）

／

東京国税局4階第7～9会議室

表彰式 10月29日 （火） 東京国税局1階第10会議室B



前の当局鑑定官室、千代田区大手町1－3－3）に仮移転したが、令和3年2月に「林

野庁関東森林管理局東京事務所」 （江東区東陽6－12－1）へ再度移転する予定である

○移転スケジュール

-21-

既
済

平成30年4月関東財務局へ入居申請

6月入居承認

令和元年5月概算要求

予
定

令和2年6月内装工事着工

令和3年2月工事完了・移転

3月 3号館退去期限



参考（法人） －1 事務運営の推移等
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7.4

8.0

計画ベース9.1 9．1

【納税者管理体制】

実況区分(‘2事證)鶴1

…一一…－℃ ザ心呼Lﾛ専一軋口 ﾛﾛ悪中堅 一韓 酔藻 空 卜、 + 亀 今 漁LL‘ r u 号 … ‘.‘_…二‘.‘ F守

懲怠蕊…斑一鴬識重点管理対象法人('6事務～）
韓
塞
舞
函

1実地調査I

L
《調査体系》

大‘:口 号ゞ、悪 質二重点

蕊灘蕊蕊鎮鰯麗鍾蕊鱗
重点項目調査(12事務～） ’

《施策の実施》

優先度の高い施策(14事務～24事務）箸独自施策(11事務～）
P

霞 ’重点課題(22事務～）

着眼点有効法人(19事務～26事務）※着眼点有効(消費)法人(22事務～）

｜鯨箪新選定ｼｽﾃﾑ抽出法人(22事務~） ※27事務からﾘｽﾄ還元
【実地調査以外】

書面照会調査等(実地調査保留法人） （昭58事務～）

｜･｡………’ ｜ 面接調査 ｜
【その他】

○機動官の設置(42） ○公益法人担当部門の設置(13～17）

○優良申告法人制度の導入(43） ○新書面添付制度の運用(14）

○特別管理部門の設置(47） ○調査指導部門の設置(15～16）

○署特別国税調査官の設置(49) Oe-Taxの導入(16）

○申告書封入事務の外部委託(53） ○指導育成委員会の設置(17）

○前期多額更正法人等の指導(57～1 1） ○登記事項情報のMT収集開始(17）

○局法人税課PTの創設(58～1 1） ○準備調査表兼調査経過害制定(18）
○機構改革(3） ○指導育成カードの制定(18）

○国際調査情報官の設置(3） ○公益法人担当特官の設置(18）

○調査指導特官の設置(4～14） ． ○着眼点有効法人による選定(19）
○機械化調査情報官の設置(8） ○国際､IT､調査･伝承担当特官の設置(20）

○特別調査情報官の設置(9） ○内部事務一元化の全署実施(21）
○KSKシステムの東京局一局拡大(9) ○法人調査選定会議の導入(21）
○調査筆頭部門の位置付けの明確化(13:○リード役の設置(21）

○KSKシステムの全国拡大(13） ○重点課題の策定(22）

臆鍵中期的取組器引

○新選定システムを活用した調査選定(22）

○局調査選定PTの創設(23～24）

○シニアアドバイザーの設置(局)(23）

○調査技能を有する職員(匠)の指名(23～26）

○誤編てつ確認作業(23）

○連結担当特官の設置(24）

○改正通則法の施行(24）

○消費税調査専担者の設置〈25）

○特別管理部門と調査筆頭部門の統合･拡大(26）

○伝承SAの設置(署)(27）

○海外取引重点調査担当者の設置(29）

○特別調査担当特官の設置(30）

○高階級法人調査専担部門の設置(30）

－22－
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霧． 蟻“ 未納整理実地調査

国際担当特官の設置

調査担当の広域運営

毎外取引重点調査担当者の設置’



○課税事績の推移等

嚇
拙
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餅
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荊
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Ｓ
蘇
輔１

画
心
１

調査部所管法人の事績は含まない。

平成30事務年度については、平成31年3月末の状況である。

(注）1

2

、

法人税申告状況集計表その

一

要申告

法人数
申告
法人数 ｜へ
ロＩ
Ｆ
情

有 所 得 申 告

繰欠

控除後 割合

繰欠
控除前 割合

申 告

所得金額
申 告

欠損金額
繰 越
欠損金額

有所得1件
当たりの

所得金額

無所得1件
当たりの

欠損金額

繰欠保有1件
当たりの

繰欠金額

件 件 ％ 件 ％ 件 ％ 百万円 百万円 百万円 千円 千円 千円

21 977,056 840,883 86． 1 204,651 24.3 377,656 44.9 4,493,382 5,845,767 19,562,908 21，734 9,055 32,806

22 975,612 837,703 85.9 200,247 23.9 398,500 47.6 4,608,355 4,436,849 21,340,405 22,730 6,843 35,465

23 970,289 835,917 86.2 204,611 24.5 423,998 50.7 4,954,917 4,067,683 21,943,558 23,912 6,328 36,506

24 973,293 838,553 86.2 217，041 25.9 446,616 53.3 5,320,288 3,719,655 20,183,924 24,237 5,884 34,078

25 979,226 843,289 86． 1 231,323 27.4 459,800 54.5 5,894,716 3,418,420 19，316，792 25，191 5,490 33,088

26 984,057 853,791
●

86.8 247,241 29.0 474,064 55.5 6,377,098 3,898,950 18,818,667 25,398 6，321 32,583

27 993,533 867,697 87.3 263,775 30.4 481,257 55.5 6,946,078 3,380,658 18,686,258 25,673 5，501 32,466

28 1,004,090 882,098 87.9 278,696 31．6 493,654 56.0 7，701，395 3,196,588 23,590,249 27,022 5,206 41，024

29 1,014,525 897,026 88.4 293,391 32.7 507,775 56.6 8,482,591 2,912,845 17,776,019 28,415 4，741 30,967

30 700,898 612,068 87.3 199, 183 32.5 343,673 56． 1 4,749,930 1，891，694 9,775,687 23,432 4,485 24,825

KSK法人；莞申告状況‘き計表



○調査事績（調査態様別）の推移等
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24.457

17， 123

16，686

17，940

17，996

18．939

18．931

15．459

ノ
ー
凸
一

23,295

､19．448

23.008

16．260

15．983

17，294

17．352

18， 195

18． 176

14，899

％

55.9

57.7

55.8

58.0

56.7

58.4

60.8

61．4

62.6

61．2

白~万 I

6,863

6,334

7．146

5，119

4,539

5.286

7,322

15，354

10．208

8,286

卓
■
グ
ロ

ロ
凸

24，571

20.569

24,449

17． 113

16，684

17．939

17，988

18．936

18，931

15，457

百万 9

180.512

221,882

149,270

124,344

93.355

105.997

101，380

111，304

110，815

102,228

’ 百万 」

81.489

49,606

58.384

44,393

37,102

41，152

42,270

52.230

62.460

49,996

百万 xJ

32.916

28.082

26．068

22.053

16．516

18,982

17，640

16.870

18，801

17,004

1 ％

74.3

75.2

73.8

75.4

73.9

75.2

76.9

77.2

79.0

79.0

％

21.8

21.2

20.0

18．7

18.9

20.7

22.3

23.5

25.6

24.6

％

16.0

15．2

13．6

13．0

12．7

14．3

14.4

15.7

17．5

17．7

三
ｴ1

7.347

10，787

6.105

7.266

5,595

5.909

5,636

5.878

5,854

6．614

三
41

3.316

2,412

2.388

2,954

2.224

2,294

2,350

2.758

3,299

3,234

’ 二
二 」

1．340

1．365

1．066

1,289

990

1,058

981

891

993

1， 100

％

32.8

31.3

30.4

31.0

31.4

31.6

33.7

35.2

36.6

35.5

百万 五

5,862

4.384

4,772

3,954

3.957

3.535

3.898

4.218

4,351

4．429

％

8.2

9.3

9.8

10.5

11．9

12．4

14.2

14．9

14．1

14．5

百万円

126

120

124

129

110

115

101

124

125
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56．656

44， 112

52，346

38． 109

43,450

48，843

45，349

51，592

51．300

29,733

15，314
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7,654

8.289
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－
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10．504

6.303

14，225

10．414

12，381

7． 155

7.749

9,240

一
一
１

４
｜
鮨
－
１

蛇

２

０

９

－

，

Ｑ

８
－
ｍ
－
ｍ

一
一
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5,998

50.2

52.0

49.8

52.4

52.6

53.8

２
’
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’
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’
●
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●
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叩
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《
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》
・
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－
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53.2

2,667

1,839

､1，681

1．312

1.417

1， 157

1,620

2． 144

2,390

1.685

15，249

11，030

13． 139

7.524

8，281

9,713

9,309

10，701

10．462

6，281

28.239

19．865

22.081

24.405

12，053

15．904

13．294

14，666

12．092

8,428

5,443

4，231

3,988

6.453

3.465

3.879

3,914

4． 145

3.609

2.839

2,352

1．545

1,815

1,813

968

1，344

1．322

1.444

1.290

856

61．3

60.0

58.9

61．9

62.7

63.9

64.3

65.9

66.7

64． 1

13．5

13.5

13． 1

11．2

12．0

13.6

13．6

14.5

15． 1

14.4

6.9

6.4

5.5

5.6

5.7

6.6

6.6

6.9

7.3

7.3

1.852

1，801

1．681

3.244

1.456

1．637

1.428

1．371

1. 156

1.342

357

384

304

858

418

399

420

387

345

452

154

140

138

241

117

138

142

135

123

136

24.2

23.8

22.8

23.6

24.6

26. 1

26. 1

27． 1

2864

27.6

856

573

512

447

489

623

500

571

683

383

6.0

6.2

6.2

7.0

7.8

9． 1

10． 1

10．4

9.7

10.4

33

21

22

17

22

21

23

20

21

11

十

△
ロ
言
口

21

躯
三
鍋
別
妬
症
茄
”
羽
別
洲

271，419

239. 141

272,411

224．537

226,651

230,074

､225，765

235,034

234,461

169．463

39,889

31．777

37，764
－－－一

24,777

24,975

27,714

27

29

350

688

29,435

21，762

37,520

29.862

35

23

389

415

23，732

26，534

26，276

28,463

28, 187

20，897

53.8

55.7

53.7

56.2

56.8

58.9

59.6

60.8

58.9

9.530

8． 173

8.827

6.431

5,956

6,443

8,942

17．498

12，598

9，971

39,820

31．599

37,588

24.637

24.965

27，652

27,297

29.637

29.393

21，738

208,751

241.747

171，351

148,749

105,409

121，901

114．674

125.970

122,907

110,655

86.932

53.837

62,372

50,846

40.567

45．031

46．185

56.375

66.070

52．835

35.268

29,627

27．883

23．866

17，484

20,326

18．962

18，314

20.090

17．860

69.3

69.9

68.6

71．3

70.2

71.2

72.6

73．1

74.6
■

74.7

18．6

18．5

17．6

16．4

16．6

18．2

19．3

20.3

21.9

21．7

12．5

12. 1

10．8

10．7

10．4

11．6

11．8

12．5

13．9

14.7

5,242

7.650

4.559

6.038

4,222

4.408

4，201

4,250

4． 182

5.090

2，183

1．704

1．659

2,064

1.625

1,628

1.692

1.902

2.248

2，431

886

938

742

969

700

735

695

618

683

822

29.5

28.7

27.7

28.8

29．1

29.6

31． 1

32.3

33.7

33.2.

6,718

4．957

5,284

4，401

4.446

4. 158

4.399

4,788

5,034

4,812

7.3

8.2

8.6

9.4

10．5

11．2

12．8

13．3

12．5

13．3

159

141

146

146

132

136

124

144

147
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○未納者の推移
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源泉所得税処理状況集計表その1源泉所得税処理状況報告書その1の2

平成29事務年度以前は、各年6月末の数値である。
平成30事務年度は、平成31年4月末の数値である。

(注） 1
2

調査事績

調査件数 非違件数 調査日数 追徴税額

① 件 ② 件 ③ 日 ④百万円

分 析

非違割合
1件当たり

調査日数 追徴税額

⑤ ％ ⑥ 日 ⑦千円

21 2，751 2,395 22,649 7，181 87． 1 8.2 2,610

22 2,470 2,133 21，563 6,528 86.4 8.7 2,643

23 2,587 2,222 22,658 6,406 85．9 8.8 2,476

24 1,607 1,416 17，542 5，185 88．1 10．9 3,227

25 1，753 1,526 19，212 3,882 87． 1 11．0 2,214

26 1,908 1，692 19，500 4,556 88.7 10．2 2,388

27 1,872 1,676 19，411 18,849 89.5 10．4 10，069

28 1，898 1，721 19,449 5,056 90.7 10．2 2,664

29 1，851 1，704 19，333 7,101 92.1 10．4 3,836

30 1，411 1，285 14，043 3,914 91． 1 _10．0 2,774

未納者数 過年分
未納者

超大口

未納者

① 件 ② 件 ③ 件

未納割合

④ ％

21 30，531 9,945 1,455 3.0

22 27,299 10，236 1，092 2.7

23 28,877 10，672 1，185 2.9

24 32,899 12，988 1，207 3.4

25 27,526 9,473 998 2.8

26 26,214 8,024 975 2．7

27 23，612 7,221 965 2.4

28 21，241 6,089 911 2.2

29 20, 140 5，787 963 2. 1

30 45,233 29,797 1,654 4.6



嚇
加
（
韮

剛
）
’
二

難
註
捌
諭
Ｓ
蘇
鋪
○
正

剛
蝕
）

１
画
『
１

各年分は、その年の4月1日から翌年3月31日までに終了した課税期間について、翌年6月30日までの申告（国、地方公共団体等については翌年9月30日までの

告を含む。 ）又は処理（更正、決定等）の事績である。

「申告税額」欄は、地方消費税（譲渡割額）を含まない。

「申告税額」欄の「計」欄は、納税申告税額から還付申告税額を控除したものである。

(注）

東京国税局統計書（消費税課税状況）

、●

個人

納税申告 還付申告
対前年比

計
対前年比

法人

納税申告 還付申告
対前年比

計
対前年比

申
告
件
数

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

件

293,055

286,936

284,859

275,049

248,682

235,575

230,025

230,373

231，730

234,677

235,496

％

96． 1

97.9

99.3

96.6

90.4

94.7

97.6

100.2

100.6

101.3

100.3

件

198,032

193,008

191,298

184,495

166,740

155,509

150,464

148,687

147， 178

146,597

145,245

％

96.3

97.5

99. 1

96.4

90.4

93.3

96.8

98.8

99.0

99.6

99． 1

件

7,017

％

99.2

件

300,072

％

96.1

件

577,609

％

99.4

件

176,516

％

98.0

件

49,253

％

102.5

7,449 106.2 294,385 98.1 574,683 99.5 173,421 98.2 50,027 101.6

7,972 107.0 292,831 99.5 569,801 99.2 170,528 98.3 49,860 99.7

7,043 88.3 282,092 96.3 561,368 98.5 167,274 98．1 48,688 97.6

6,013 85.4 254,695 90.3 545,806 97.2 164,886 98.6 46,170 94.8

5,557 92.4 241，132 94.7 538,562 98.7 161,566 98.0 44,769 97.0

5,893 106.0 235,918 97.8 536,099 99.5 159,256 98.6 46,112 103.0

6,715 113.9 237,088 100.5 538,063 100.4 157,285 98.8 50,053 108.5

7,304 108.8 239,034 100.8 541,584 100.7 155,812 99.1 53,509 106.9

7,619 104.3 242,296 101.4 546,816 101.0 153,179 98.3 56,132 104.9

7,942 104.2 243,438 100.5 550,178 100.6 150,984 98.6 59,099 105.3

集 計 中

件

626,862

624,710

619,661

610,056

591，976

583,331

582,211

588,116

595,093

602,948

609,277

％

99.6

99.7

99.2

98.4

97.0

98.5

99.8

101.0

101.2

101．3

101.0

申
告
税
額

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

百万円

114,656

110,175

103,764

100,206

95,316

94,393

94,062

131,570

147,320

152,554

153,568

％

97.7

96. 1

94.2

96.6

95． 1

99.0

99.7

139.9

112．0

103.6

100.7

百万円

56,014

53,694

50, 114

48,395

46,220

45,620

45， 188

63， 145

70，134

73,268

73,000

％

97.7

95.9

93.3

96.6

95.5

98.7

99. 1

139.7

111． 1

104.5

99.6

百万円

10,236

％

130.3

百万円

104.420

％

95.3

百万円

4,347,435

％

99.7

百万円

79,819

％

99.4

百万円

1,627,215

％

110．1

8,638 84.4 101,537 97.2 4,313,233 99.2 72，167 90.4 1,452,429 89.3

8,666 100.3 95,098 93.7 4,309,355 99.9 62,960 87.2 1,073,665 73.9

6,786 78.3 93,420 98.2 4,325,011 100.4 59,936 95.2 1,214,221 113．1

4,441 65.4 90,875 97.3 4，195，114 97.0 62,666 104.6 1,204,316 99.2

4,342 97.8 90,051 99.1 4,196,439 100.0 62,352 99.5 1,128,974 93.7

5,440 125.3 88,622 98.4 4,275,818 101.9 64,022 102.7 1,229,022 108.9

8,743 160.7 122,827 138.6 6,259,807 146.4 81,572
、

127.4 2,160,825 175.8

11, 118 127.2 136,202 110.9 6,919,877 110.5 96,706 118.6 2,134,274 98.8

10，145 91.2 142,408 104.6 7,375,055 106.6 97,181 100.5 2,235,731 104.8

11,458 112.9 142,109 99.8 7,592,168 102.9 98,043 100.9 2,387,961 106.8

集 計 中

百万円

2,720,220

2,860,804

3,2355690

3，110，789

2,990,797

3,067,465

3,046,796

4,098,981

4,785,603

5,139,324

5,204,207

％

94.5

105.2

113． 1

96． 1

96． 1

102.6

99.3

134.5

116.8

107.4

101．3



参考(消費)－2事務運営の推移等（間接諸税関係）

【印紙税単独調査】
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（注） 平成30事務年度の「非違割合」及び「調査場数」は、平成31年4月末の数値である。

【印紙税同時処理：法人課税部門】
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(注） 平成30事務年度の「同時処理割合」は、平成31年4月末の数値である。

28 29

【印紙税単独調査】

蕊1

F

謂

卜

(注）令和元事務年度から､ |に変更している。

【印紙税同時処理】

’ 所得税等調査や法人税等調査の際に実施

【揮発油税・地方揮発油税】

揮発油税関係製造場等に対する

実態確認

揮発油税探聞資料の収集

市販ガソリンの買上げ

【航空機燃料税・石油ガス税リ

三三．‘

二睾寓霞濫

石油ガス税

実態確認

申告者に対する実地調査
（循環接触）

［ から無申告と認められる者への調査

【その他】

○たばこ特別税創設（10） ・国際観光旅客税創設(30)

○自動車重量税廃車還付開始・局集中処理（16）

○たばこ税及びたばこ特別税・全製造場等局所管(13）

○石油石炭税・全製造場等局所管（13）

○局調査部門（間接諸税担当）に監視情報担当者配置(13）

○消費税課に諸税第4係創設（30）※監視情報担当は廃止

○調査手続の法定化（24）

○印紙税電子申告開始（16）

○内部事務一元化全署実施（21）

○印紙税納付計器実態確認(11 ･ 14･ 17･20･23 ･29)

○書式表示申告者への書面照会[中期的取組］ （26．27 ．28）

○印紙税に係る書面照会（29 ．30）

○たばこ税手持品課税（10． 15． 18． 22．30）

○たばこ税（紙巻たばこ三級品）手持品課税（27 ．28．29）

－28－



〔調査事續の推移〕

○印紙税単独調査事績
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(注） 平成30事務年度は、平成31年4月末の数値である。

法人税等処理状況報告

事
務
年
度

単 独 調 査 事 績

調査

場数

(場）

処理済

調査日数

(人日）

非違発見場数

(場）

内

3倍等

(場）

不納付等通数

(通）

内

3倍等

(通）

不納付等税額

(千円）

内

3倍等

(千円）

分 析

》
遅
く
ロ

非
割

(％）

1場当

たり調

査日数

(人日）

非違1場当たり

通数

(通）

税額

(千円）

調査1日当たり

通数

(通）

税額

(千円）

21 723 2,535 640 16 1,686,822 679 591,504 3,530 88．5 3．5 2,636 924 665 233

22 579 2,066 533 31 1, 134,898
0

15,385 389,848 13,555 92． 1 3.6 2, 129 731 549 189

23 983 3,609 874 27 1, 128,001 1,501 516,857 5，777 88.9 3．7 1,291 591 313 143

24 726 3,080 656 19 801，570 4,542 322,619 4,745 90．6 4.2 1，222 492 260 105

25 616 3， 133 546 6 802,074 353 289,441 4,950 88．6 5． 1 1，469 530 256 92

26 609 2,681 543 6 841,389 23 400，104 356 89.2 4.4 1,550 737 314 149

27 510 2,298 463 5 661,351 160 202,614 368 90．8 4.5 1,424 438 288 88

28 508 2,313 470 4 526,273 12 214，065 178 92.5 4.6 1,120 455 228 93

29 453 1，921 417 4 415,878 10 209,082 99 92．1 4.2 997 501 217 109

30 295 1,349 274 10 372,456 1, 113 154,109 6,735 92．9 4.6 1，359 562 276 114

間接諸税関係事務事績報告書
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〔課税事績の推移〕

○間接諸税課税事績の推移 (単位：件、百万円）

ｌ
い
つ
１

各年度分は、その年の4月1日から翌年3月31日までの申告又は処理に係る課税事績である。

ただし、印紙税及び国際観光旅客税は上記期間における現金納付分である。

課税人員は、納付税額のあった申告書等の延べ件数である。

「たばこ税及びたばこ特別税」欄は、たばこ税の手持品課税に係る数値を含む。

国際観光旅客税（平成31年1月7日施行）は、平成31年1月分（平成31年3月納付分）が平成30年度の課税高と

国内事業者数は79者であるが、 3者は平成31年1月中の運航がないことから、課税人員は76件となっている。

平成30年度は速報値である。

(注） 1

２
３
４ して集計されている。

5

たばこ税

たばこ特別税

課税人員 課税高

揮発油税

地方揮発油税

課税人員 課税高

航空機燃料税

課税人員 課税高

石油ガス税

課税人員 課税高

石油石炭税

課税人員 課税高

印紙税

課税人員 課税高

電源開発促進税

課税人員 課税高

国際観光旅客税

課税人員 課税高

21 99 133.618 231 947，131 829 63,307 4,170 7,654 132 459 59.781 117,391 12 108,469
一 一

22 24.948 143.990 237 995,817 895 76,579 4,015 7.359 131 ‐ 445 59,469 114,312 12 115,308 q■■■■■ －

23 81 138.453 253 941．370 787 51．198 3.917 6.907 125 436 59.273 111，899 12 104,216
－ ■■■■■■■

24 86 140．598 227 938,950 786 52,415 3.924 6.583 111 485 60.048 112,083 12 106．281 ー －

25 93 140.205 231 917.474 799 54,539 3.942 6,277 115 531 59.590 111．889 12 105,330
－ 一

26 93 132,965 230 916.133 660 54．503 3．981 5.986 141 631 59．905 99.669 12 103,650 q■■■■■ 一

27 90 131.785 214 912.213 491 53,054 3,925 5.773 120 636 61，127 98，881 12 101.726 一 －

28 13. 167 122.780 224 908.338 420 52．250 3,875 5，501 120 689 61.798 97．221 12 102.333 － 一

29 13.343 106．201 194 891.079 420 53．120 3.799 5.293 120 692 61.551 96.430 12 104．256 一 －

30 16.223 105．146 209 856,007 517 52,965 3,723 4.870 108 663 61,441 93.882 12 104.087 76 700

’ 東京国税局統計書KSK課税高集計表
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免許制度の下で自主的に適正な申告と納税が行われる体制を維持するとともに、消費者
利益に配意しつつ酒類業の健全な発達を図ることにより、酒税の円滑な確保を図る。
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令和元事務年度酒税関係事務運営の基本的考え方

酒税関係事務については、これまでの各事務の実施状況や管内事情等を的確に分析。評価
して、引き続き、免許申請の処理をはじめとする事務の効率化を徹底するとともに、休業中
の酒類販売場等の適切な管理や調査検査事務の一層の充実を図る。 了 ; : { ！

また､酒類業組合等に対する適切な指導や日本産酒類の輸出環境整備など､酒類錨健全
な発達を促進するための各種施策を実施する。

併せて、各種の人材育成策を通じて、酒税関係事務の後継者育成に配意する。
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目標：酒税の適正な課税の実現・酒類業の健全な発達



参考(酒） ‐2酒類の製造・販売業免許場数の推移

吟

(注)1 製造場数欄には、各製造場における主たる製造品目を場数として計上している。
ザ

2酒税統計資料より作成した。
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東 京 局

平成29年3月末

免許場数 内試験

平成30年3月末

免許場数 内試験
30年/29年

平成30年3月末

製造場数

●■Ｄ
Ｂ
Ｑ
Ｄ

●
●
●

、■●●●●■■■■■■p■●ﾛ

構成比

全 国

平成30年3月末

製造場数
●●●●

●

●

●

●
●
●

●●●●●●●●●●●●●●

構成比

全国に占める

東京局の割合

(平成30年3月

末)

製
造
免
許

窪
酒'月

連続式蒸留焼酎

単式蒸留焼酎

ビ ■■■■■ ル

果 実 酒

そ の 他

計
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15

56

41

124
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16
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場

94

15

56

43

130

946
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1. 1

11. 1

5.6

10.7

23.7

100.0

5. 1
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8.3

3.5

14.4

30. 1

14.9

10.5

全酒類卸売業免許 935

熱
渉
殿
殿
’
Ⅱ
叩
唖
猟
錺
没
鵡
．
弥
嫡
鈷
縦
由
骸
蝿
碓
鵡
殺
牢
鱸
癖
錐

。
。
・
・
。
。
‐
、
０
。
、
。
■
。
ず
ｑ
Ｆ
■
Ｐ
巳
。
凸
。
Ｆ
ｕ
Ｐ
Ｂ
Ｔ
■
・
Ｏ
Ｆ
０
■
■
ｂ
Ｊ
岸
・
Ｐ
４
△
四
・
“
‐
ず
』
“
’
０
■
ず
。

・
溌
・
認
日
耗
誰
。
認
黙
。
武
’
■
牙
對
・
凡
。
ロ
ロ
い
■
‘
済
‘
画
“
謡
。
認
少
公
．
把
餓
〈
・
昼
汐
凡
。
即

◇

◇

４

◇

◇

。

◇

◇

ｑ

。

◇

。

▽

マ

マ

中

司

▽

■

Ｔ

■

■

■

■

■

△

■

Ｊ

ｒ

Ｔ

■

１

１

古

ｑ

１

■

■

■

■

’

’

４

巳

』

ず

。

▲

“

Ｊ

ｅ

Ｊ

４

・

凸

面

“

。

．

■

“

、

、

。

●

守

り

の

“

・

◇

寺

。

１

Ｆ

、

。

。

。

◇

少

０

口

■

ｑ

０

＄

４

＄

０

■

Ｊ

■

巳

ロ

１

％

Ｊ

■

Ｏ

ｐ

０

Ｆ

ｐ

４

・

ｑ

Ｄ

ｏ

’

○

Ｊ

．

ｑ

〃

凸

Ｕ

Ｂ

Ｄ

今

．

・
就
・
●
・
認
。
。
、
境
。
湖
・
溝
。
‘
母
側
Ｈ
‐
牙
ｂ
・
〃
マ
Ａ
１
謎
拭
・
ロ
認
。
甑
●
ぢ
ぜ
．
“
孫
旬
批
“
Ⅱ
。
◇
銘
・
獣
マ
諦
ワ
昨
ギ
ヤ
窓
■
Ⅱ
ロ
０
。
号
汐
岬
１
ワ
ぴ
柵
予
“
ザ
叩
晶
・
“
巳
料
ｄ
鋪
■
銘
Ｐ
弱
長
、

唖認酢。恥泌黙泳ぶい認評心凸猛“氏帥端賭ｑ津沖酔尹“■乱’礎掛。ｑ託泌領独浄土・。◇の。マ。●。。粕。マワＦロ■マぜずマ■Ｐ。。■リム凸■ＤＢ。■●ロロＴＰ、訳ＯｑＪ’画Ｆ△昼．。。．ｑ“．ザ。■ず■ｑｆ“’■Ｌ画

謎
謎
。
。
。
。
。
試
亨
騨
辱
蕪
淵
●
詞
’
●
。
“
ず
．
沈
黙
・
認
●
託
銘
．
ず
謡
今
託
・
弱
や
兇
寺
叩
。
。
・
・
・
：
。
？
：
、
・
・
・
・
・
・
・
γ
‐
。
、
？
‐
⑱
．
・
・
‐
．
‘
・
粕
心
汎
・
“

蕊
蕊
鐵
蕊
職
淋
辨
●
黙
簸
舞
蝉
難
鮮
韓
睡
‐

議
鐸
議
溺
勤
遜
蕊
報
蕊
癖
錨
騨
溌
鋒
簿

。
。
。
■
。
。
。
咄
。
■
◇
マ
ロ
ロ
。
。
◇
少
マ
リ
。
◇
ロ
ロ
ワ
・
マ
マ
■
Ｔ
ロ
ロ
マ
ワ
ワ
ロ
ワ
。
。
。
マ
●
マ
◇
寺
。
。
マ
ロ
マ
、
Ｊ
■
■
ず
ワ
、
１
Ｊ
■
凸
■
■
Ｊ
■
。
歩
、
０
口
■
Ｊ
‐

。
。
。
。
。
。
。
。
■
■
。
■
ロ
ロ
、
マ
ロ
。
。
。
“
。
。
。
。
。
。
◇
ワ
ワ
ロ
・
・
ロ
ワ
。
マ
ワ
マ
ワ
。
ワ
ロ
ワ
マ
マ
マ
。
◇
マ
。
。
Ｊ
■
。
Ｔ
・
マ
ム
ワ
ロ
Ｊ
Ｄ
Ｄ
■
■
０
口
１
口
画
匠
、
Ｏ
Ｔ
Ｊ
ｏ
Ｄ
Ｆ
。
Ｔ

０
℃
。
。
。
。
。
マ
ワ
。
。
。
。
。
。
。
。
。
ロ
マ
視
マ
？
。
マ
。
ロ
ワ
ワ
ー
ロ
ワ
ワ
。
■
・
ヂ
ワ
の
◇
マ
。
、
・
・
Ｆ
、
、
Ｆ
■
Ｐ
ｒ
ｑ
■
０
１
Ｆ
早
口
■
Ｄ
ｆ
Ｆ
０
ロ
マ
■
“
。
Ｐ
■
。
。
◇
ロ
ロ
ロ
ワ
。
“
。
。
。
。
。
。
マ
。
◇
マ
。
◇
允
・
マ
マ
ワ
ロ
ロ
。
。
・
ワ
ワ
マ
マ
■
◇
マ
。
。
。
。
◇
マ
マ
マ
ワ
、
Ｔ
ワ
Ｔ
ｑ
ｑ
Ｊ
ｐ
０
Ｔ
■
Ｆ
ｑ
１
Ｊ
Ｂ
マ
説
マ
マ
ｑ
ｑ
ｑ
Ｆ

。
◇
■
。
■
◇
■
。
◇
。
■
可
官
・
■
Ｇ
●
・
■
・
●
▽
。
◇
令
。
■
▽
申
。
４
マ
０
■
■
申
１
■
ｒ
■
守

取
■
区
■
■
α
α
■
■
■
■
ａ
Ｕ
ａ
区
■
位
■
α
ほ
ほ
区

935

◇１．マ■ワ。１１口１。■・猫“。。。。△△。。●．、凸凸◇ず４．。。。。’。。‐。‐。’。＄●．＄ｐ。Ｔマロ１ｏワＴ■凸■■△◇Ｄ◇。◇△。◇〃◇。●４△凸△。．。◇◇◇４．４◇◇◇◇寺◇４４４『４．。。◇４４了Ｆ・■■。■４Ｔ０“ｒ■Ｆ、●。。。。．●・ムム△●。’△。。．■。〃‐・。。’。●‐Ｐ・ｑｏ．

・

黙

了

鍜

口

ロ

窓

口

・

再

“

．

Ｔ

ザ

．

．

。

・

”

。

。

。

・

‐

△

・

明

◇

き

’

・

諺

・

↑

・

釈

’

魏

巻

諮

り

鱈

。
、
。
◇
マ
。
や
・
も
ワ
マ
ロ
マ
。
ワ
■
Ｔ
■
。
。
△
●
‐
。
。
。
△
。
ｑ
４
．
．
●
●
’
■
◇
ひ
．
ｑ
司
り
副
・
ｑ
’
’
■
ｑ
・
も
△

、
‐
ロ
マ
・
も
◇
ｒ
ｏ
〃
‐
写
■
、
、
Ｔ
１
１
■
ロ
ー
■
．
ｑ
■
。
。
。
■
ロ
．
．
◇
ず
◇
■
■
．
。
△
ｄ
◇
◇
Ｄ
〃
◇
Ｐ
・
’
４
■
ｑ
ｅ
４
ｏ
ｅ
ｏ
二

ｑロ寺’●笹歩‐ｑｑｏＵＴ０ＤＤ４もＰ．。・。．。．．、今．説凸●。。。．‐や、。‐・、■・・口．。．・・秘秤”群鐸小於坤溌如侭対げざ．◇認溌型免牌△ぬ唖．砿坤・認↑鍍料蛭詩犠ｑ０Ｂ５。。”◇ワママ、ｑ■Ｊ１Ｔｐ■ロマＪ■’０４◇△ｑ◇．ｅ‐’４．’Ｆ．ｅ‐．．‐や△．。。．◇■‐■ｄロ句。’歩・・割．

、
蝿
叩
い
い
“
詩
鐘
涛
甲
評
や
野
Ｙ
印
．
“
認
壌
浄
や
銘
・
謎
翻
．
糾
蓉
．
刺
品
錘
姪
酢
群
薙
誇
『
邸
沖

ｆ
Ｐ
。
■
Ｐ
ｆ
Ｆ
画
、
Ｌ
Ｑ
Ｐ
ｆ
ロ
ロ
ロ
ロ
ヵ
ワ
◇
Ｆ
ｆ
ｆ
“
Ｆ
◇
グ
ロ
Ｐ
歩
う
ち
、
◇
Ｆ
ｆ
ｆ
Ｆ
″
“
。
〃
ｏ
ｑ
Ｆ
、
’
’
０
Ｆ
ロ
ロ

海
燕
蒋
謬
騨
騨
静
。
涯
迩
鍵
心
泳
群
騨
』
鍬
麩
郷
寒
寒
蒋
慈

‐
誌
晶
ヘ
マ
減
寺
、
秘
マ
異
可
マ
企
巳
別
凸
討
・
瓦
誕
凸
・
■
・
必
■
凸
綻
４
Ｊ
．
、
や
紙
や
△
巻
．
・
誕
◇
誰
。
謡
。
’
侯
や
晶

◇
寺
、
◇
ｏ
ｏ
０
０
ｏ
ｑ
も
。
、
。
●
▽
■
１
マ
マ
Ｔ
マ
ロ
０
口
■
叩
■
・
‐
①
。
．
■
‐
邑
今
●
凸
Ｆ
△
凸
〆
．
■
‐
●
・
４
０
１
４
℃
．
．
Ｄ
■
■
’
ｅ
●
ｅ
‐
も
や
や
。
■
４
と
〃
’

。
●
■
。
◇
マ
や
。
、
マ
。
。
●
。
。
、
。
ｑ
寺
ワ
・
オ
マ
ー
Ｆ
。
‐
．
△
■
Ｊ
ワ
△
■
△
も
△
’
“
０
０
口
１
０
●
１
４
口
．
△
グ
ム
や
■
■
．
■
●
‐
辞
“
や
巳
．
。
。
『
弓
謎
今
煮
ふ
異
心
蕊
呼
”
凸
需
・
烈
今
爵
凸
發
肘
凸
鍔
Ｊ
Ｆ
Ｆ
４
“
露
。
鴬
・
酢
認
・
墨
。
“
邸
＊
髄
．

Ｑ
匠
丘
α
■
■
■
巳
区
ロ
唾
区
ロ
旺
軍
■
区
唾
区
依
虹
匝

100.0

篝蕊蕊蕊蕊篝蕊
蕊蕊蕊蕊篝蕊
蕊蕊職職溌職溌蕊蕊蕊蕊

免許場数

5, 198

§蕊辮灘蕊織灘
:蕊蕊蕊識蕊蕊蕊蕊
D簿::f錐:銭:::識:::&罫::f:::奪呂::?::霊::::群

識； 18.0

一般酒類小売業免許

津理詰鞍諌が嘩鳶●葬浄移鵡．確謁障砂弾．罫・割型・鞄，手聖？Ｐ●や．誌口認０期。式“￥ヤ舘句詫冬弱’■‐今・誤司渇’語’。’工ｑｐＦ￥ｄ４ｂ』、■・画，Ｐ語

胸
●
鵠
割
誕
’
謎
Ｐ
託
●
．
。
．
職
詫
次
割
歩
．
〆
‐
。
閥
●
閥
●
謡
受
Ｐ
『
〆
巽
『
呼
声
凡
。
‘
‘
，
●
．

“

・

望

ｑ

■

お

ら

・

●

Ｄ

■

ｅ

■

ｅ

ｐ

４

Ｐ

■

叩

Ｄ

’

腸

。

■

。

■

恥

ｑ

“

〃

ｃ

Ｄ

ｄ

・

ｐ

・

■

ｅ

‐

■

。

Ｐ

■

“

ｄ

十

『

主

ロ

ロ

ｄ

Ｆ

ｐ

■

Ｐ

ｏ

ｐ

”

，

■

Ｆ

・

ｒ

ｒ

イ

．

ご

『

ロ

ｑ

■

。

。

■

●

“

ご

ｑ

■

毎

毎

。

．

’

■

。

．

。

ｅ

『

ｂ

ｅ

。

ｑ

・

■

『

『

■

。

■

ｄ

■

『

■

ｕ

ｑ

Ｆ

”

・

Ｐ

，

Ｐ

，

ｒ

●

，

■

，

，

Ｔ

や
託
。
諾
。
認
勾
発
・
諺
勾
耗
や
鋸
・
篭
や
相
。
泥
’
認
や
売
．
悪
昭
’
淫
晶
．
ｐ
・
謎
・
ロ
Ｊ
話
〆

竺
・
口
司
。
。
■
■
も
。
。
Ｆ
や
。
〃
’
■
’
。
。
。
●
’
“
。
■
“
。
、
’
’
剋
辱
。
■
ご
■
。
句
司
。
。
’
ｄ
ｑ
ｐ
’
“
副
ｂ
ｑ
『
■
、
‐
、
Ｄ
、
。
、
Ｊ
Ｐ
Ｐ
・
ワ
Ｆ
・
ロ
０
“
蝿
妹
調
。
鄙
勢
後
舞
謡
紳
鐸
鋲
稗
礎
諾
酬
鶴
獣
露
悪
牛
毎
発
承
垣
配
註
澤
温
零
玲
再
詠
識
録
註
誌
竣
溌
錐
絃
鑑
舞
・
蒋
群
蒋
蕪
葬
群
干
發
承
誇
鹿
訂

’
千
や
。
蛆
■
函
。
心
■
手
や
ザ
や
’
や
“
■
や
．
￥
叩
望
魂
品
。
》
■
叩
ｅ
ｅ
ｄ
ｍ
ｅ
配
’
ザ
唖
■
拒
司
如
叱
。
零
毛
孔
。
叩
司
り
”
叩
ｄ
亜
口
車
》
■
北
Ｆ
辛
い
”
，
秒
》
Ｆ
心
”
吟
印

李
朝
畢
窪
↑
↑
斡
津
恥
品
叩
燕
即
唯
へ
如
誰
《
叩
》
キ
印
酢
溌
咋
率
酎
溌
皿
配
や
一
“
》
や
煙
酢
離
酎
華
叩
和
叩
牢
迄
霊
軸
塞
唾

、

ｑ

Ｄ

Ｐ

■

お

ロ

’

Ｊ

■

お

■

ｑ

、

ｑ

■

凸

ｆ

“

。

ｂ

、

。

’

ず

■

。

■

・

剣

。

凸

。

副

’

“

■

口

司

■

ご

“

◇

ロ

ワ

ロ

ロ

■

句

司

『

口

。

『

。

Ｆ

凸

：

〃

Ｆ

・

凸

Ｆ

，

ロ

巳

奔・歎毒域狩・睦舞葬・詫灘詳糠課痙發諾謀発『野達発謀弾か舞侭紳鐘い燕筑沖毎祥縄冷歓葬艇諦鐇狩印料埜巽鍜叩挙“礎誇北勢罰叩斐

も
“
‐
．
。
“
．
ロ
＄
“
‐
“
。
“
’
’
令
“
’
』
。
’
Ｊ
Ｆ
’
Ｊ
“
＄
’
・
副
‐
。
’
や
。
。
。
．
＄
・
’
。
、
や
．
‐
、
や
副
’
。
‐
。
・
剣
ご
■
‐
『
ご
司
司
・
寺
・
ロ
ロ
し
『
“
．
注
強
浄
鐸
が
津
無
鮮
が
葬
津
洋
都
挿
耗
詩
諫
津
舘
壌
魂
矛
罫

４
．
凸
、
。
。
〃
今
ｆ
ロ
。
Ｆ
Ｆ
Ｆ
△
’
巳
．
。
’
Ｆ
Ｄ
．
Ｆ
’
も
’
ざ
Ｆ
Ｏ
Ｄ
■
。
＄
わ
。
。
’
Ｆ
ｑ
、
Ｐ
．
。
。
■
剣
や
。
Ｐ
’
も
“
『
■
。
ご
竺
司
Ｆ
ｑ
』
ご
『
し
■
・
や
皿
載
戯
戯
・
呼
砕
戯
戟
戯
睡
畝
唾
較
戯
壁
唾
唾
唾
睡
睡
●
韓
韓
ロ

66135 35,455

訳
’
い
”
命
如
予
や
令
八
ｏ
況
・
溌
金
●
吟
加
今
別
。
４
試
可
誇
可
Ｈ
０
両
‐
料
’
げ
』
ぬ
ロ
ロ
‐
耗
晶
■
．
誰
“
Ｐ
当

ｑ
ｑ
０
ｃ
０
■
●
写
守
寺
０
１
■
１
や
．
◇
Ｄ
０
０
ｃ
０
十
．
サ
ロ
中
■
。
９
１
写
Ｔ
日
ロ
ロ
ｑ
ｏ
。
Ｔ
写
■
ロ
ロ
１
１
巳
日
日
Ｂ
・
・
■
ａ
’
０
０
Ｊ
‐
．
・
’
屯
．
．
．
ｑ
・
望
．
．

‐

●

■

。

、

Ｐ

Ｄ

１

タ

ワ

寺

Ｐ

寺

寺

。

Ｆ

や

ｑ

マ

ー

ロ

ロ

●

、

１

寺

で

Ｔ

１

１

０

６

ｐ

白

。

Ｄ

Ｔ

１

寺

■

、

Ｔ

ｑ

伊

可

ｐ

ｑ

０

、

■

０

■

・

Ｐ

．

・

・

Ｊ

・

．

“

“

’
③
ｑ
ｃ
ｃ
０
ｆ
Ｆ
マ
ー
中
？
。
◇
中
◇
０
．
５
◇
◇
、
け
◇
中
◇
０
や
■
■
０
１
、
。
ａ
Ｔ
■
Ｔ
ｑ
０
１
１
１
古
、
■
、
０
１
写
寺
０
１
４
Ｊ
・
■
“
．
、
１
‐
望
．
“

、

ｐ

’

、

。

〃

寺

少

●

＄

’

。

、

’

Ｄ

〃

Ｔ

０

Ｆ

１

’

凸

寺

’

・

色

、

１

１

９

。

ｑ

、

ロ

ｑ

１

ｂ

。

’

『

寺

’

Ｆ

“

ｐ

ｐ

Ｐ

ａ

‐

．

』

Ｃ

Ｏ

■

“

・

当

０

“

』

漸

納

斡

蝋

熱

賎

識

撚

淑

那

粥

岬

災

誰

弾

柳

．

“

『

妙

語

】

戸

。

、

Ｊ

Ｔ

ｐ

Ｐ

。

’

・

寺

寺

マ

の

Ｆ

Ｄ

も

．

、

’

課

の

、

や

ｑ

１

ｑ

■

１

１

口

Ｏ

ｑ

ｏ

■

ｑ

寺

ｑ

Ｆ

ｑ

ｐ

ｈ

守

Ｇ

ｄ

司

令

Ｄ

■

０

、

・

’

。

‐

巳

Ｊ

ず

●

‐

“

■

“

■

◇

０

凸

’

‐

、

、

、

中

、

”

’

守

寺

Ｌ

ｃ

、

ｑ

ｅ

４

寺

０

寺

。

中

中

’

写

可

古

・

ロ

、

ｑ

●

、

Ｔ

●

、

、

１

■

や

、

凸

‐

ｑ

守

、

‐

■

。

、

‐

０

１

’

’

’

望

‐

“

ｑ

』

“

。
〃
。
、
〆
寺
Ｔ
Ｐ
Ｇ
Ｔ
Ｆ
ｅ
Ｄ
Ｇ
ｆ
ご
Ｐ
ｅ
ｏ
寺
、
。
’
。
、
寺
。
少
ｑ
Ｆ
Ｆ
ｏ
ｑ
ｃ
Ｔ
ｐ
も
ず
Ｆ
・
’
、
、
。
、
１
．
Ｊ
０
口
ｑ
町
ロ
ｑ
・
Ｌ
ａ
ｆ
“
・
・

ｑ
■
●
寺
ｅ
ｑ
ｒ
ｑ
●
１
●
ｄ
●
守
守
●
。
中
。
ｃ
や
③
Ｏ
Ｔ
Ｇ
■
。
や
１
●
守
り
Ｔ
■
で
■
■
ｑ
ｑ
■
ｑ
ｒ
ｑ
ｑ
守
守
ｑ
司
寸
■
１
台
守
『
１
凸
寸
ｑ
■
■
Ｊ
ず
ヨ
・
“
“
■
Ｊ
ｂ

排誤輯沖綴浄蕊鞍泳浄溌豫弾蕊斡群唾挫・・鼻．。Ｆ◇寺■ｑ・◇昏◇々
寺Ｐ。、Ｐ・寺Ｇ守寺・寺、ｑ、Ｐ寺、ｑロ。。、ｐＴ０ｑｑ１、、■’。、。、Ｕｆ、、Ｐ’守口、ａ●■Ｆ・』“。

Ｃ
ｅ
・
ｏ
ｑ
舎
守
。
寺
ｑ
ｑ
ｃ
ｃ
。
Ｂ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
マ
マ
・
守
・
●
ｑ
ｑ
寺
酢
■
４
、
阜
■

秘

‐

骸

マ

韓

。

淫

◇

謎

、

減

『

い

み

。

唯

羅

払

へ

斗

苧

終

提

汁

謀

“

吟

予

電

■

Ｔ

口

角

●

・

略

・

“

ず

・
渋
凡
骨
調
・
窓
・
没
・
謂
認
・
認
’
減
，
認
・
窯
、
溝
。
浅
。
ザ
輻
婚
秘
．
羽
‘
周
・
・
霊
挙

０
泥
や
準
Ｄ
誘
え
，
詔
や
“
や
零
ア
マ
祝
十
予
箕
●
守
秘
。
翼
牛
辱
厘
Ｐ
Ｆ
『
’
門
●
Ｔ
，
４
干
司
・
設
０
－
．

、

’

“

■

●

、

デ

マ

も

’

。

、

課

。

℃

。

●

◇

Ｆ

ｏ

Ｄ

Ｆ

ｐ

、

凸

■

寺

も

。

◆

・

Ｐ

’

、

少

寺

。

ｂ

ｅ

、

寺

ｐ

、

ｑ

、

Ｊ

ｅ

ｏ

Ｆ

．

■

寺

、

〃

Ｊ

〃

‐

０

Ｆ

“

Ｐ

４

・

・

巳

口

も
■
。
。
■
。
◆
・
■
。
。
◇
Ｆ
Ｏ
Ｄ
■
・
寺
。
Ｆ
Ｃ
ｅ
。
。
◆
■
■
■
。
、
歩
寺
寺
ｑ
ｅ
ｏ
ｏ
ロ
マ
々
’
『
。
。
、
凸
．
、
、
Ｆ
の
’
Ｊ
１
も
。
〃
ｑ
Ｆ
Ｐ
“
“
“
“
ず
。
Ｌ
、

’
。
■
。
●
。
■
。
◆
・
少
寺
。
〃
。
。
Ｆ
寺
も
ロ
ロ
も
・
・
・
の
ｅ
ｏ
ｅ
Ｆ
寺
寺
●
々
、
●
Ｆ
、
。
Ｆ
寺
◆
ず
。
『
ヂ
ロ
ロ
寺
剋
寸
、
Ｄ
’
曲
Ｐ
ｑ
■
０
勺
・
ロ
０
．
Ｆ
ｐ
Ｌ
ｏ
．

、
『
■
ｅ
■
。
◇
◇
・
旬
ｅ
ｅ
◇
『
◇
ロ
Ｄ
●
ｅ
ｏ
Ｄ
◇
ｅ
◇
や
◇
◇
ロ
●
◇
ｅ
●
。
。
＋
寺
■
■
。
。
’
■
◇
舎
舎
◇
▽
、
。
□
ｅ
、
●
令
寸
■
ｑ
ｅ
ｑ
や
▽
、
ｑ
ｑ
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
『
‐
日
■
ｄ
’
０
口
。
■
“
４
Ｊ
■
“

◇
■
◇
ｅ
◇
ザ
、
ｅ
ｅ
■
＋
ザ
タ
ｐ
Ｐ
ｅ
Ｄ
Ｆ
◇
◇
■
◇
、
◇
■
■
令
。
●
ｅ
■
◇
毎
◇
●
◇
●
◇
◇
①
■
■
句
や
■
ｅ
ｅ
ｅ
伊
’
ｅ
寺
。
『
、
寺
■
寺
、
。
ｐ
０
．
Ｊ
、
Ｐ
Ｐ
“
ｂ
・
■
■
■
日
匙
唇
。
恒
・
ロ
。
心
。
い
り
⑥
勺
⑪
。
ひ
り
ひ
り
垂
、
■
・
か
。
毎
々
α
“
缶
ご
ぴ
ざ
画
嘩
唾
唾
，
■

99.4

議撫鱗灘蕊蕊鍵ｄｐｑ■■４０４１０Ｊ“５４妬、’０口早’６ａ早晶“凸’ａ４ｇｄ巳白４ｑ●４４■。■．’●ら４．．ｅ４ｑ“早望ロ・望■・■ｑ望・望むい・■・『■■“。．Ｆｐ。Ｊロ、Ｆ・凸与０■魁。”Ｐイヂ０．多Ｆｐ●０Ｆ＄Ｆ◇み、’Ｃ’。“ｏ４ＧｄＦｑＬｏ』凸ｃｃロ。凸。。“■。。“■““■・・ロロ・。・Ｆ

砕
韓
捗
蝿
牌
洋
洋
鋲
衿
が
偉
靜
洋
謬
鎧
拷
洋
樺
淳
毎
洋
舞
詫
莪

職
紫
坤
●
詠
蝿
拷
凝
溌
鍵
蕊
發
蕊
嬢
斌
掛
牽
隷
蕊
靜
塞
誰

且
ぐ
包
舎
Ⅸ
。
■
’
＆
‘
Ｅ
区
＆
’
は
’
位
紅
匡
紅
位
α
・
●
征
矼
ａ
●
な
●
凸

叩
粍
、
干
討
。
乱
予
干
叩
弘
。
ザ
ｒ
、
叩
品
弘
必
巳
貯
射
ん
凸
裾
凸
孟
允
灸
凸
滞
離
今
甑
司
竺
竺
。
’
巳
招
口
墾
。
乾
戸

誌
ｆ
詫
回
詫
了
料
。
謎
跳
’
託
揺
。
秘
△
認
Ｊ
銘
Ｊ
雑
’
掠
り
姑
‐
耗
凸
や
’
ｑ
〆
‐
・
勺
．
。
。
‐
。
暑
・
。
。
Ｐ
・
。
Ｔ
ワ
ロ
ワ
ワ
ロ
リ
ワ
。
。
■
ロ
ワ
ロ
ロ
ワ
Ｐ
ワ
凸
回
ロ
ロ
。
。
。
。
△
凸
０
０
’
ａ
“
。
。
Ｊ
’
Ｔ
Ｆ
＄
・
ワ
凸
凸
戸
。
凸
。
Ｊ
△
．
。
△
ｑ
’
ロ
ワ
．
．
。
’
母
・

。

津

蒟

甜

。

恥

寺

粍

■

認

。

淵

純

凸

紹

器

↓

泥

。

牌

ｏ

ｖ

ｖ

計

器

’

枕

。

衿

４

口

魂

・

蹄

．

》

・

・

．

甲

叩

◇

鵲

晶

叩

粍

允

．

甲

や

￥

や

り

諮

寸

や

”

唖

帖

■

焔

，

ｗ

Ｆ

・

沙

昭

ワ

印

裾

溌

岨

い

吟

心

兇

路

・
汐
拓
寺
魂
０
淵
，
や
銘
画
洗
．
淵
。
騨
別
官
品
●
．
■
報
●
叩
，
弘
口
齢
了
淵
‘
・
ん
“
や
’
灸
。
。
．
・
・
型
Ｐ

￥
ず
秒
鍔
■
乎
詫
ロ
ヤ
呼
皿
役
。
呼
発
凸
ワ
裾
，
別
Ｔ
け
認
口
弼
口
博
口
駅
口
叩
口
討
妬
へ
・
調
＄
・
説
：
。
。
。

錦

．

鷲

・

韓

●

獣

，

純

心

日

蒋

。

縄

。

開

舟

，

坪

。

噸

会

口

叔

‘

碑

？

。

”

斜

。

恕

魁

。

。

Ⅱ

射

。

蕊
。
稗
，
財
，
漁
ふ
ぐ
群
‘
‘
，
凡
，
誠
？
科
０
．
齢
●
別
Ａ
７
０
髄
０
軒
Ｊ
鍜
料
・
満
↑
↑
鑑
・
‐
巽
・
・

秘。謎。科・瓦。鳶ｒ坤。謎少‘ウロｍＡ”群韓ワ財例ワＨ、’。‐・鴎。全・託。Ｐ●令。甲．，■Ｇ０．。。。。，●■。ｂ竹口。もし守り■もＰｐＬＦｒ０Ｆｐｐ６・ワロロ上・ロワ早口０。。△。△。。。“△〃・△。△。△いい．？。？ｐ令Ｆ今，ワ．ｅ・ロ。．Ｆ▽，，■今・Ｄｐｒｐ－Ｆｒ００ａｐ０。。．，ｒｐ０ＯＦ０ｒワＯＬ“。。。凸。。。△。。。。。

。
。
？
．
や
Ｇ
ｒ
Ｄ
Ｊ
Ｐ
，
◇
Ｆ
・
ロ
●
■
台
、
。
『
Ｊ
，
ｂ
デ
ー
、
■
ｒ
厚
，
申
０
。
．
ｒ
０
０
０
ｒ
・
〃
△
．
Ｊ
・
△
ら
。
。
△
ｐ
。
△
。
。
◇

一
識
》
鐸
》
辮
鯵
蕊
轄
溌
蝿
辮
辨
燕
冷
鍛
蝉
錘
蕊
率
燕
》

免許場数

172,083

。
◇
。
■
。
。
■
。
■
。
■
Ｐ
Ｃ
。
■
。
。
■
■
。
■
。
■
。
。
。
■
。
。
■
■
。
◇
マ
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｊ
。
。
■
ワ
ワ
り
げ
。
“
。
。
マ
。
。
ロ
マ
。
■
。
マ
。
■
．
・
ロ
ワ
Ｊ
ワ
ザ
“
・
＄
。
０
Ｆ
。
□

４
ワ
。
ワ
ロ
。
。
■
。
■
。
■
・
ロ
ロ
ロ
リ
ロ
“
■
。
■
。
■
。
。
。
。
。
■
、
■
。
●
“
。
ロ
マ
．
リ
マ
。
。
、
マ
。
弓
。
。
。
Ｊ
、
。
マ
．
。
ｒ
ワ
Ｔ
ワ
。
Ｔ
Ｌ
■
凸
△
△
。
。
△
狩
舘
詩
唖
汁
叩
や
砿
沖
如
誇
蓉
叩
好
鍔
叩
轆
砕
い
”
姪
“
恥
鉾
恋
昨
捗
か
野
叩
如
妓
紳
叩
別
印
Ⅱ
哉
吟
叩
諦
鯏
岬
叩
討

溌
簿
篭
蕊
蕊
溌
蕊
蕊
譲
蕊
謝
鞍
蕊
蜘

識
鐸
鐘
識
識
識
蝉
鐵
雑
鐸
蝉
一
織
辮
》
癖
字
搾
鍛
斡

鍵
》
》
》
一
議
》
鍵
》
》
》
》
癖
癖
》

巍
蕊
蕊
蕊
鍵
謹
蕊
鍛
識
蕊
癖
糀
謹
巍
》
僻
撫

奉
蓉
群
挙
癖
謹
零
群
群
鐸
箒
癖
群
轄
鐸
辮
癖
群
轌
率
群
零

弦
韓
謹
蕊
韓
蕊
塗
譲
發
誇
鍵
誇
淳
洋
諄
海
洋
牡
淡
韓
０
発
乾
鎧
‐

由
繋
蕊
蕊
諺
鰯
誌
雛
認
繋
認
醗

20.6



参考(酒)－s東京国税局管内の酒税課税等状況表

の

本表は､各種税額控除後の課税実数である。

全国の数量及び税額は､各国税局が課税したものであり､税関が輸入品について課税したものを含まない。

平成30年度の全国の数量及び税額については､現在国税庁で集計中である。
スピリッツ等には原料用アルコールを含む。
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参考(酒)－4東京国税局管内の清酒の課税移出数量の推移
（平成20年度～平成30年度）
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【速報値】

(注） 1 RO】Z

2 折れ線グラフは､東京局と全国ごとに平成20年度の課税移出数量の合計を100とした場合の推移を表している。

3 酒税統計資料及び各社の移出数量明細書から作成した。

4 年度の下に記載している製造場数は､課税移出数量が0の製造場を除いた場数である(各年度末の免許場数とは異なる)。
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参考(酒)－5東京国税局管内の果実酒の課税移出数量の推移
（平成20年度～平成30年度）

匡．大手課税移出数量

十全国

匡。大手以外課税移出数量

甜一局計
KL

％
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140.0
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qlO.0

東京局

70,000
100.0

T3 ノ【34 0J,J4C
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80.0

50,000
70．0

60.0
40,000

50.0

30,000

40.0

30.0
20,000

20.0

10,000

10．0

0 0.0

20年度21年度22年度23年度24年度25年度26年度27年度28年度29年度i難】

(注） 1 大手業者とは次の9社をいう。

2 折れ線グラフは､東京局と全国ごとに平成20年度の課税移出数量の合計を100とした場合の推移を表している。

3 酒税統計資料及び各社の移出数量明細書から作成した。

4 年度の下に記載している製造場数は､課税移出数量がOの製造場を除いた場数である(各年度末の免許場数とは異なる)。
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製造場数

（大手含む）
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参考(酒)－6酒類小売業免許の付与等件数の推移
（平成25事務年度～平成29事務年度）
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【参考値】

(注） 1 「付与等の件数｣には、「純然たる新規免許付与件数｣のほか、「法人成り等に伴う免許付与件数｣、「移
転許可件数｣並びに｢相続の申告書｣及び｢条件緩和(解除)の申出書｣の処理件数を含む。

2 事務事績を庁が集計した資料から作成した事務年度の計数である｡最新年度については、免許関係事

後処理管理簿から把握した会計年度の計数(速報値)である。
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参考(酒)－7酒類行政の基本的方向性

酒類行政の基本的方向性
I…… 一一罐講 ” ¥寓篭割鑑~蕊辮
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Y j#"惣糾 1.国税庁の任務 ： 、“域隠 ;“_愚*".聯 § 埋 蕊

①内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現②酒類業の健全な発達③税理士業務の適正な運営の確保

“
巫臨 = 蛭埜…………品品蹄……

“灘蕊撫耀議議2.酒類業界の概況

近年、低アルコール飲料のほか、純米酒、ウイスキー、 ワイン、クラフトビール等も拡大

日本産酒類の海外での評価が高まり、輸出が増加。世界の食市場は今後も拡大見込み

差別化や海外展開等で成長している事業者も少なくない

異業種やスタートアッブ、更には海外からの参入の動きも見られる

覚君ゞ

○
○
○
○

○酒類の国内市場は量的に飽和し、

全体としては縮小傾向

○価格競争が過度にわたる場合、事

業者の体力を弱める

懸灘#ゞ

噸
蕊
畠

国際的な認知度や理解の向上 §・伝統技術の継承
爵
苓

非日本食市場への展開 鷺・デジタルツール

鑿蕊
(1)商品の差別化･高付加価値化 (4)公正取引の確保人材等の確保

・消費者にとって

値訴求

分かりやすい価 「酒類の公正な取引に関する

基準」や「酒類に関する公正

な取引のための指針｣の遵守 ；を通じた公正取引の確保

・発展

の活用

・商品のブランド化 (個社、地域、
§・現地輸入・流通業者等の開拓

者に分かり

事業承継

女性の一層の活

原料の確保

JAPAN）

農商工連携、異

従来の枠にとら

価値機軸の展開

・適正な販売管理の確保海外の事業者 。消費

提案
業種連携

われない新たな

・訴求

罐
やすい表示

･富裕層向け

綴
罰 と 認2藍口露巧P､.…

4.酒類行政の基本的方向性 、
手記

酒類業の事業所管官庁として､酒税の保全と酒類業の健全な発達を図るため、関係省庁・機関等と連携・協調しつつ、

消費者や酒類産業全体を展望した総合的な視点から:､適切な法執行の確保と酒類業の振興の強化に取り組む ‘ , ;瀞

鍵蕊…蕩蕊一
；‘‘：○官民の適切な役割分担の下、事業者や業界団体等が創意工：
＃ よう、サポートや環境整備に取り組む

適切な役割分担の下、事業者や業界団体等が創意工夫

熱

《
を発揮して意欲的な取組が行われる

サポートや環境整備に取り組む
○免許

○酒類業組合の監督

○制度改善や外国政府との交渉等、民間では対応できない課題に適切に取り組む

○中小企業の経営基盤の安定に配意するとともに、酒類製造者の技術力の強化を支援

主な具体的取組

………
○国際的な情報発信 ○業界団体の取組(近代化事業等)を○先端技術等の普及の推進

○ビジネスマッチングの支援 支援 ・事業者の指導、相談対応

○酒蔵ツーリズムの推進 ○政府全体の中小企業向け施策の ．鑑評会や研究会等の開催
○政府全体の取組(JETRO､JFOODO等） 周知と活用促進 ○放射性物質に閨する安全
の周知と活用促進 性の確認

○経営改善等の支援

○関税や輸入規制の撤廃等の国 OHACCPの義務化への対応を

際交渉 支援

○公正取引の確保

・深度ある取引状況等実態調査の実施
・問題ある事業者には厳正に対処

○適正な表示の確保

○品質・安全性の確保

○資源リサイクルの推進

○20歳未満の者の飲酒防止対策

○アルコール健康障害対策

… 灘…o酒類総合研究所の取組
・先端技術等の研究開発

○地理的表示の普及拡大． ○疏球泡盛の海ﾀ鰄出プロジェクト」 ・醸造技砺者の育成
を踏まえ、沖縄県産酒類を振興○ワインの表示ルールの定着 ・講師・審査員の派遣
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参考(酒) -S 「酒類の公正な取引に関する基準」のポイント

｢酒類の公正な取引に閨する基準」のポイント

【公正な取引の基準（以下「基準｣)】

○酒類業者は､ (1)正当な理由なく、

して販売する取引であって、かつ、

酒類を総販売原価を下回る価格で継続

(2)自己又は他の酒類業者の酒類事業に

相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引を行ってはならない。

=> (l)と(2)の双方の要件に該当する場合は、 「基準」を遵守していないこ

ととなる。

｢基準」を遵守していない場合の措置は、別紙のとおり。

『正当な理由』とは

季節限定商品でその期間が過ぎたものや、ラベルに汚損がある等の理由で

通常の価格で販売することが困難であると認められる場合をいう。

『継続して販売する』とは

相当期間にわたって繰り返して販売することをいい、例えば、毎週・毎月、

週末や特定の日等に限って、銘柄等を変えて販売する場合であってもこれに

該当する。
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酒類の公正な取引に関する基準を遵守していない場合の措置
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※1 指示に従わない場合、その旨を公表することができる。

※2指示に従わなかった場合において、酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され､又は阻害されるおそれがあると認めるときは、基準を

遵守すべきことを命令することができる。

※3命令に違反した者は、 50万円以下の罰金に処する。

※4罰金刑に処せられた場合、免許を取り消すことができる（酒税法12二、酒税法14二)。

※5命令に違反した場合、免許を取り消すことができる（酒税法12六、酒税法14四)。
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(法86の4）
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(法86の3⑤）
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(50万円以下）

(法98－）
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免許取消要件に
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